
第1条　ダイレクトバンキング
1.取引の範囲
ダイレクトバンキング（以下「本サービス」といいます）とは、当
行所定の通信機器（以下「端末」といいます）等による会員ご
本人（以下「会員」といいます）からの依頼にもとづき、以下の
取引を行うサービスをいいます（以下、パーソナルコンピュー
ターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバン
キング」、携帯電話端末による取引を「モバイルバンキング」と
いいます）。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。ま
た、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキングで提供する取
引は、各々当行が定めるものとします。
（本サービスで提供する取引）
（1）照会取引
（2）振込・振替取引 
（3）定期預金取引
（4）投資信託取引
（5）外貨預金取引
（6）住所変更取引
（7）公共料金自動支払申込取引
（8）住宅ローン一部繰上返済取引
（9）税金・各種料金払込み取引
（10）メール通知機能 
（11）携帯ロック機能
（12）その他当行所定の取引
2.利用対象者
会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本
サービスをご利用いただけます。
（1）日本国内に在住している個人の方
（2）当行本支店に普通預金口座（総合口座を含む）をお持ち

の方 
3.利用環境
本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会
員が自己の負担において準備するものとします。本サービス
は国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発
生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外から
の問合せ等に対するサポートは行いません。
4.利用時間
（1）本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時

間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更
する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事
等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知
することなく、利用を一時停止または中止することがあり
ます。

（2）本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項  
の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含
みません。

5.取引限度額
本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内
とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行
うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事
前に通知することなく取引限度額を変更する場合がありま
す。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を
負いません。なお、１日あたりの取引金額とは、利用時間内に
取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「１
日」の起点は毎日午前０時とします。
6.利用手数料
（1）本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手

数料等は別途必要となります。

ダイレクトバンキング利用規定 （2）当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料
を、事前に通知することなく改定または新設する場合があ
ります。当該手数料は、当行所定の方法により引落しま
す。

第2条　利用の申込みおよび取引時の本人確認方法 
1.会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法に
より本サービスの利用に必要なパスワード（以下「各種パス
ワード」といいます。）その他必要事項を届出るものとします｡
2.当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店
の会員名義の口座および会員の家族名義の口座（以下「サー
ビス利用口座」といいます）につき、当行所定の方法により、会
員の有効な意思による申込であることと、家族の了解を得た
申込みであることが確認できたものとして取扱います。
本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生につい
て、当行は責任を負いません。
3.会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座
の１つを「代表口座」として、届出るものとします。
当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への
届出内容と照合します。
4.サービス利用口座の取引店は、「代表口座」の取引店を含む3
か店の範囲内とします。
5.当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時
点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお
知らせ」を発送します。
6.当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、
前項5の「会員番号のお知らせ」が不着となった場合、申込み
がなかったものとして取扱います。
7.本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている
「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行
が定める方法により、本人確認（以下「本人確認」といいます）
を行います｡
当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとし
て取扱います。
（1）会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示

であること。
（2）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
8.利用に際して必要な「会員番号」、「各種パスワード」、その他本
人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるもの
とし、当行が必要とする場合、変更することができるものとし
ます｡
9.「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場
合は、当行指定の文字数を指定してください。
また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話
番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られ
ないよう厳重に管理してください。

10.「会員番号」、「各種パスワード」等が第三者に知られた場合、ま
たは機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺
失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに
当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出
てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を
停止します。
ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼（未処
理のものを含みます）は、この停止後も、なお有効なものとし
て取扱います｡

11.前項10の届出前に生じた損害については、当行は責任を負い
ません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続
きをとってください。

12.当行が本規定（当行所定事項に定める事項を含みます）にした
がって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「会員番
号」、「各種パスワード」等について不正利用、その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。
ただし、「会員番号」、「各種パスワード」の管理について、会員
の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場

合の当行の責任については、この限りではありません。
「各種パスワード」等が記載されている申込書控えや当行が
送付する「会員番号のお知らせ」等は会員本人が厳重に管理
し、第三者に教えたり、紛失､盗難に遭わないよう十分に注意
してください。
なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」等を連絡したり、
取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」等をお聞きす
ることはありません。

13.会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更
を行う場合には、当行所定の方法によります。

14.本サービスの利用について当行に登録されている「各種パス
ワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続し
て行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止
します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依
頼（未処理のものを含みます。）は、この停止後も、なお有効な
ものとして取扱います。
第3条　取引の依頼・依頼内容の確定方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方
法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で
当行に伝達して行うものとします｡当行は、サービス利用口座
にて依頼された取引を実施します｡
2.依頼内容の確定方法
当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会
員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合に
は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してくだ
さい。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内
容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続き
を行います｡受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴
照会」機能等で確認してください。
3.サービス利用口座の取引可能範囲
（1）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、

カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご
利用いただけます。

（2）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手
数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファン
ド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金
の引落し口座（以下「出金口座」といいます。）としてご利
用いただけます。出金口座からの資金等引落しは、各種預
金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求
書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行
所定の方法により取扱います。ただし、カードローン口座
を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取
引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、
カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投
資信託の購入は行えません。

（3）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家
族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場
合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引
の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金
の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみ
とします。

（4）「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定
期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用い
ただけます｡

4.依頼内容の変更・取消し
確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の
方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは
当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができ
ないことがあります。
5.取引内容の記録
当行は、インターネット・モバイルバンキングによる指示内容

についてすべて記録し、相当期間保存します。
第4条　照会取引
1.会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引（残高照
会、入出金明細照会、定期明細照会等）を行うことができま
す。
2.照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提
供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知す
ることなく変更することがあります。
3.照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明
細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類
の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更すること
があります。この内容変更により生じた損害については、当行
は責任を負いません。
第5条　振込・振替取引
1.取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引

を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらか
じめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または
事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支
店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができ
ます。

（2）振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行
いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定
（1）会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取

引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってくだ
さい。特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預
金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に
伝達してください。

（2）会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してくだ
さい。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料
を出金口座より引落します。

3.振替取引処理
振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行う
ものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所
定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌
営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に
振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。
4.振込通知の発信
振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則
依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信しま
す。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引
の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の
発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限
を会員に通知することなく変更することがあります。
5.依頼取引の取消し
（1）取引受付完了後の変更または取消しはできません。
（2）前項（1）にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生

した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。こ
の取消しにより生じた損害については、当行は責任を負い
ません。
①振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引
にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高
（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以
下同様とします。）を超えるとき。
②出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
③会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに
基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適
当と認めたとき。
⑤災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得な
い事由があったとき。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当
の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
可能となったとき。

6.適用金利
振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定め
る金利とします。
7.振込取引の組戻し等
（1）会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先

金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行
は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手
続きを行います。
また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し
依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金しま
す。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所
定の組戻し手数料は不要とします。
また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責
任を負いません。 

（2）会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該
振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続
により依頼してください。 

（3）当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を
振込先の金融機関に発信します。 

（4）組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組
戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融
機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に
入金します。また、振込手数料は返却いたしません。

（5）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がす
でに振込通知を受信している時は、組戻しができないこと
があります。この場合には、受取人との間で協議してくだ
さい。

第6条　定期預金取引
1.定期預金取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引

および付随する業務を行うことができます。
①定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
②ダイレクト専用定期預金口座の開設
なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子
所得等の非課税（マル優）設定はできません。

（2）取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
（3）取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口

座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
（4）預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で

定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知す
ることなく変更することがあります。

（5）適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
（6）預り証は発行いたしません。
（7）解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入

金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日
数が必要です。

（8）一部解約の取引はできません。
（9）一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。
2.ダイレクト専用定期預金口座
（1）会員は、本サービス専用の定期預金口座（以下「ダイレク

ト専用定期預金口座」といいます）を開設することができ
ます。

（2）ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に
開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録され
ます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。

（3）ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座としま
す。

（4）ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで
依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。

（5）ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたし
ません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの

明細照会画面にて確認するものとします。
（6）ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、

当行所定の定期預金とします。
（7）ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本

サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、Ａ
ＴＭではお取扱いいたしません。

（8）ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金につい
て、満期案内などのご連絡を停止することはできません。

（9）ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約
を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条　投資信託取引
1.投資信託取引の内容
会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の
購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変
更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次
に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座（以下「投資信託口座」とい
います。）の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取（換金は全て解約にて取扱います。）
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等
の非課税（マル優）設定

2.取引の開始
（1）会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行う

ことにより、投資信託取引を利用できるようになるものと
します。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口
座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設
するものとします。

（2）会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけ
ません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取
引をご利用いただけない場合があります。

（3）ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償
還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、イン
ターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじ
め登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立
（1）受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの

判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取
得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断り
させていただくことがあります。

（2）投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド
毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異
なる場合があります。

（3）当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付け
た場合、翌営業日に処理を行います。

（4）投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の
投資信託ファンド（コース）とし、１回あたり、１日あたりの
取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。

（5）会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最
新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等
について十分に理解をした上で、注文を行うものとしま
す。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイル
をダウンロードする方式により交付を受けるものとしま
す。

（6）取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コー
スの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益
権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引
申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。

（7）購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバン
キングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所
定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

（1）ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の
時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落
します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注
文がなかったものとして取扱います。
また、当座貸越契約はご利用いただけません。

（2）解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた
受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。

（3）天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等
は、本項（1）にかかわらず、投資信託の指定預金口座より
自動引落しを行います。

5.その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立と
なります。これによりお客さまに損害が生じた場合であって
も、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負
いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
②会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づ
き当行が所定の手続きを行ったとき
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と
認めたとき
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰す
べき事由により、当行でお客さまの所在が不明となってい
ることが判明したとき
⑤停電、故障等により取扱いができない場合
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人
確認が行えなかった場合
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不
可能と認めたとき

第8条　外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
（1）会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預

金取引の注文受付および付随する業務を行うことができ
ます。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
②外貨普通預金の入出金
③外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて
手続きを行うものとします。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
②為替予約の締結

（2）会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通
預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預
金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したう
えで、自らの判断と責任において取引を行うものとしま
す。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』およ
び『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行
ホームページに掲示するものとします。

（3）外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけま
せん。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせて
いただくことがあります。

（4）取扱い通貨は当行所定の通貨とします。１回あたり、１日あ
たりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。

（5）外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時と
し、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとな
ります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異な
る場合があります。

（6）外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付
けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を
引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、
注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の
当座貸越契約はご利用いただけません。

（7）外貨定期預金を解約（満期解約予約を含む）した場合、解
約処理日以降に計算書を郵送します。

（8）外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消

すことはできません。
2.適用相場
（1）外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う

場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所
定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用す
る金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金
額で適用される金利とします。

（2）外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金
する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の
相場とします。

（3）適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で
公表します。インターネットバンキング取引適用相場およ
び金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利
と異なる場合があります。その場合は、インターネットバ
ンキング取引適用相場および金利を適用します。

（4）インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京
外国為替市場における相場が大きく変動し場合などは、
インターネットバンキング取引適用相場を見直すことが
あります。この場合、取扱いを中止または一時停止するこ
とがあります。

（5）外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座
からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差
損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録
（1）外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を

開設することができます。開設できる口座は当行所定の
外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。

（2）外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」
の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」とし
て登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通と
します。

（3）外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は
取引内容を当行所定の方法により確認するものとしま
す。

（4）外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいて
から、当行所定の日数が必要です。

（5）既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録され
ている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の
外貨預金口座を開設することはできません。

（6）店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場
合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録す
るものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サー
ビス利用口座」として登録できません。

（7）同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」とし
て２つ以上登録することはできません。

第9条　住所変更取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行
への届出住所を変更することができます。
ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合
致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
2.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
3.住所変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続
き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行
えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。
第10条　公共料金自動支払申込取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口
座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申
込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限
ります。
2.申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承

認するものとします。
3.申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に
代わり行います。
4.自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意
の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問
合せください。
5.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
第11条　住宅ローン一部繰上返済取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの
住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随
する業務を行うことができます。
①住宅ローン一部繰上返済の申込み
②一部繰上返済シミュレーション
③一部繰上返済予約内容の確認・取消
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手
続きを行うものとします。
①住宅ローン全額繰上返済
②毎月返済および増額返済の割賦金の変更
③増額返済部分のみの繰上返済
2.一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローン
とします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであって
も、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅
ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。
3.この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差
し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随
する契約書等（以下「原契約等」といいます。）に従うものとし
ます。
4.一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のう
ち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものと
します。
5.一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うもの
とします。
6.一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰上返済日に支払うものとします。
7.住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」
という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合が
あります。
8.住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済に
よって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰
上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものと
し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で
生じるものとします。
9.一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上
返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座
に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできな
い場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。

10.一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日
ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。

11.一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証
会社手数料を支払うものとします（保証会社手数料は、返戻
保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料
に満たない場合は、保証料の返戻はございません）。なお、住
宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知す
ることなく変更する場合があります。
第12条　税金・各種料金払込み取引「Pay-easy（ペイジー）」
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機
関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができま
す。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料
を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うこ
とができます。
2.会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納

機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定
の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報（以下「収納情報」といいます。）の照会を行ってくだ
さい。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収
納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した
場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き
継がれます。
3.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員
の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金
口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確
に入力してください。
4.次の場合には払込取引を行うことができません。
（1）収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワー

クなどが停電、故障等により取扱いできない場合
（2）依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加

えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すこ
とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残
高を含む。）を超える場合

（3）１日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
（4）出金口座が解約済みの場合
（5）出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき

当行が所定の手続を行った場合
（6）差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場

合
（7）収納機関から収納情報についての所定の確認ができない

場合
（8）その他当行が必要と認めた場合
5.払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内とします
が、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用
時間内でも利用ができないことがあります。
6.払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依
頼を取消することができません。
7.当行は、各種料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行い
たしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納
手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納
機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されること
があります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入
力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあり
ます。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行ま
たは収納機関所定の手続を行ってください。
第13条　メール通知機能
1.機能の内容
メール通知機能とは、本サービスのご利用口座において
キャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所
定の事項をＥメールでお知らせするインターネットバンキング
またはモバイルバンキングのサービスです。
通知対象取引：出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エ
ラー取引
2.通知対象口座
本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに
登録の会員名義の口座とします。
3.Ｅメールアドレスの登録
会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼
にもとづき、通知先のＥメールアドレスの指定・変更・解除の登
録を自ら行うものとします。
4.Ｅメールアドレスの管理
（1）会員は前項3.にもとづいて登録されたＥメールアドレスに

つき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使
用できないＥメールアドレスで、会員が正当な使用権限を
有するＥメールアドレスを登録するものとします。

（2）Ｅメールアドレスの変更については会員が管理を行うもの
とし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操

作により変更の登録を行うものとします。
5.機能の解約
本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手
続きにより終了するものとします。
6.利用上の制限事項等
（1）Ｅメールでの通知は原則として当日中に行うものとします

が、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービ
スの翌営業日となる場合があります。

（2）取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の
止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Ｅメール
にて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場
合があります。

（3）本機能で利用する会員のＥメールアドレスでのＥメールの
受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとしま
す。

（4）会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスで
の照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確
認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不
正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届
出るものとします。

（5）通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行う
ものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。

（6）本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情
報をＥメールその他でお問い合わせすることはありませ
ん。

第14条　携帯ロック機能
1.機能の内容
携帯ロック機能とは、本サービスにおいて会員が操作する携
帯電話端末による依頼にもとづき、資金移動サービスの利用
停止（以下携帯ロックといいます）と利用停止の一時解除（以
下携帯ロック解除といいます）を行い、資金移動の機会を制限
することで本サービスの安全性を高める機能です。
2.ロック対象口座の指定
会員は本サービスにおいて、会員が操作する携帯電話端末に
よる依頼にもとづき、携帯ロック対象口座の指定登録を自ら
行うものとします。尚、本機能の対象口座は以下のとおりとし
ます。
指定対象口座：普通預金・貯蓄預金・カードローン
3.ロック対象取引
ロックの対象となる取引は本サービスにおける振込・振替・定
期預入取引とし、その他の取引（投資信託取引サービスや照
会など）は対象となりません。
4.携帯ロック後の資金移動取引
前項の資金移動取引を行う場合、会員は携帯ロック解除を行
うものとします。また資金移動取引終了後には、お取引の安全
性向上の為、速やかに再度ロック操作を行うものとします。な
お、会員による携帯ロック設定がなされない場合、当行は当行
所定の時間の経過により携帯ロックを再設定いたします。
5.機能の解除
本機能の解除については、ご利用口座ごとに、お取引店で書
面により当行所定の手続きを行うものとします。
第15条　サービス内容の追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追
加・変更・中止することがあります。
なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込
みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部
のサービスについてはこの限りではありません。
第16条　取引内容の確認等
1.取引内容の確認
（1）本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金

取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速
やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万
一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を

当行に申し出てください。
（2）会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合

は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものと
して取扱います。

2.通知・照会方法
（1）Ｅメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交
付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都
度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所
定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をＥメー
ルにて事前に届出のあるＥメールアドレス宛通知いたしま
すので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内
容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出て
ください。

（2）投資信託取引の通知
会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定
められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付
しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先
本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、
当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話
番号、Ｅメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Ｅメールアドレスや連絡先の登録の届出不備
または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場
合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
第17条　届出事項の変更等
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、
電話番号、Ｅメールアドレス、その他届出事項に変更があった場
合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の
届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処
理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行か
らの送信、通知または送付する書類やＥメール等が延着し、また
は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
第18条　サービス利用口座の変更・解約
「代表口座」の場合
（1）変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解  

約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行っ
てください｡

（2）「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び
外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト
専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

「代表口座」以外のサービス利用口座の場合
（1）当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
（2）「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合  

は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の
削除処理を行います。

第19条　免責事項等
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等が
あっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負い
ません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または
裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回
線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
（当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないもの
とします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故
意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領した
サービス料の金額を上限とします。）

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路におい
て盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩
した場合
4.本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員
と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽
造・変造・盗用または不正使用等があった場合
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも
かかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正
使用等があった場合
6.会員が各種届出事項の変更を怠った場合
第20条　不正な振込等による被害の補てん請求
1.補てん請求
本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人
に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害
については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行
に対して当該不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含
みます）の額に相当する金額の補てんを請求することができ
ます。
（1）盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行わ

れていること
（2）当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われている

こと
（3）警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行

われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故
意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日（ただし、当行に通知することができないやむをえない事情
があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続
している期間を加えた日数とします）前の日以降になされた
不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額
に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます）を補てん
するものとします。
ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が
善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各
種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失が
ある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案
のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ
ります。
3.補てん対象期限
前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通
知が、盗難等が行われた日（当該盗難等が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用い
て行われた不正な振込等が最初に行われた日）から、2年を経
過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場
合には、当行は補てんの責任を負いません。
（1）当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意

かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア．当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失
に起因する場合

イ．会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人によって行われた場合

ウ．会員が、被害状況についての当行に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条　契約期間
本契約の契約期間は、契約日から１年間とし、特に会員または当
行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間
満了の日から１年間更新されるものとします。更新後も同様とし

ます。
第22条　解約
1.本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）は、当事
者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、
会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面によ
り届出るものとします｡なお、解約の届出は当行の解約手続き
が終了した後に有効となります。
2.前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが
残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約で
きません。
3.本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設
した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約
も合わせて行うものとします。
4.当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信し
た場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも､通
常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行
は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
（1）「代表口座」が解約されたとき
（2）相続の開始があったとき
（3）住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行におい

て会員の所在が不明となったとき
（4）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申

立があったとき
（5）会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相

当の事由が発生したとき
（6）会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して

誤入力したことに伴う本サービスの停止が６ヶ月以上放
置されたとき

6.１年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱い
を停止させていただく場合があります。この場合、当行より
「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、また
は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなします。
第23条　規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規
定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預
金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
第24条　規定の変更
１.当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
（1）会員の一般の利益に適合する場合
（2）前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況

の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合
理的である場合

２.本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日を
インターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から
変更後の本規定の効力が発生するものとします。

３.第１項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の
間には、１ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

４.当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は
責任を負いません。
第25条　譲渡質入れ等の禁止
本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、
ならびに第三者への貸与等はできません。
第26条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関し
て訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所
とします。
附則
第1条
旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い
平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス

契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連
規定を承認したものとします。
第2条
旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い
平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、シス
テム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認した
ものとします。

預金口座振替規定
1.私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付された
ときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座か
ら引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかか
わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すこと
のできる金額（当座貸越を利用できる範囲の金額を含みま
す。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却さ
れてもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日
をもって処理されてもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ま
す。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から
請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしな
い限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつ
かえありません。
4.この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責
によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

（2019年10月1日現在）



第1条　ダイレクトバンキング
1.取引の範囲
ダイレクトバンキング（以下「本サービス」といいます）とは、当
行所定の通信機器（以下「端末」といいます）等による会員ご
本人（以下「会員」といいます）からの依頼にもとづき、以下の
取引を行うサービスをいいます（以下、パーソナルコンピュー
ターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバン
キング」、携帯電話端末による取引を「モバイルバンキング」と
いいます）。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。ま
た、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキングで提供する取
引は、各々当行が定めるものとします。
（本サービスで提供する取引）
（1）照会取引
（2）振込・振替取引 
（3）定期預金取引
（4）投資信託取引
（5）外貨預金取引
（6）住所変更取引
（7）公共料金自動支払申込取引
（8）住宅ローン一部繰上返済取引
（9）税金・各種料金払込み取引
（10）メール通知機能 
（11）携帯ロック機能
（12）その他当行所定の取引
2.利用対象者
会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本
サービスをご利用いただけます。
（1）日本国内に在住している個人の方
（2）当行本支店に普通預金口座（総合口座を含む）をお持ち

の方 
3.利用環境
本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会
員が自己の負担において準備するものとします。本サービス
は国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発
生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外から
の問合せ等に対するサポートは行いません。
4.利用時間
（1）本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時

間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更
する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事
等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知
することなく、利用を一時停止または中止することがあり
ます。

（2）本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項  
の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含
みません。

5.取引限度額
本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内
とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行
うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事
前に通知することなく取引限度額を変更する場合がありま
す。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を
負いません。なお、１日あたりの取引金額とは、利用時間内に
取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「１
日」の起点は毎日午前０時とします。
6.利用手数料
（1）本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手

数料等は別途必要となります。

（2）当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料
を、事前に通知することなく改定または新設する場合があ
ります。当該手数料は、当行所定の方法により引落しま
す。

第2条　利用の申込みおよび取引時の本人確認方法 
1.会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法に
より本サービスの利用に必要なパスワード（以下「各種パス
ワード」といいます。）その他必要事項を届出るものとします｡
2.当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店
の会員名義の口座および会員の家族名義の口座（以下「サー
ビス利用口座」といいます）につき、当行所定の方法により、会
員の有効な意思による申込であることと、家族の了解を得た
申込みであることが確認できたものとして取扱います。
本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生につい
て、当行は責任を負いません。
3.会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座
の１つを「代表口座」として、届出るものとします。
当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への
届出内容と照合します。
4.サービス利用口座の取引店は、「代表口座」の取引店を含む3
か店の範囲内とします。
5.当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時
点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお
知らせ」を発送します。
6.当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、
前項5の「会員番号のお知らせ」が不着となった場合、申込み
がなかったものとして取扱います。
7.本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている
「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行
が定める方法により、本人確認（以下「本人確認」といいます）
を行います｡
当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとし
て取扱います。
（1）会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示

であること。
（2）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
8.利用に際して必要な「会員番号」、「各種パスワード」、その他本
人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるもの
とし、当行が必要とする場合、変更することができるものとし
ます｡
9.「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場
合は、当行指定の文字数を指定してください。
また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話
番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られ
ないよう厳重に管理してください。

10.「会員番号」、「各種パスワード」等が第三者に知られた場合、ま
たは機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺
失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに
当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出
てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を
停止します。
ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼（未処
理のものを含みます）は、この停止後も、なお有効なものとし
て取扱います｡

11.前項10の届出前に生じた損害については、当行は責任を負い
ません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続
きをとってください。

12.当行が本規定（当行所定事項に定める事項を含みます）にした
がって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「会員番
号」、「各種パスワード」等について不正利用、その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。
ただし、「会員番号」、「各種パスワード」の管理について、会員
の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場

合の当行の責任については、この限りではありません。
「各種パスワード」等が記載されている申込書控えや当行が
送付する「会員番号のお知らせ」等は会員本人が厳重に管理
し、第三者に教えたり、紛失､盗難に遭わないよう十分に注意
してください。
なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」等を連絡したり、
取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」等をお聞きす
ることはありません。

13.会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更
を行う場合には、当行所定の方法によります。

14.本サービスの利用について当行に登録されている「各種パス
ワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続し
て行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止
します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依
頼（未処理のものを含みます。）は、この停止後も、なお有効な
ものとして取扱います。
第3条　取引の依頼・依頼内容の確定方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方
法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で
当行に伝達して行うものとします｡当行は、サービス利用口座
にて依頼された取引を実施します｡
2.依頼内容の確定方法
当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会
員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合に
は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してくだ
さい。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内
容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続き
を行います｡受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴
照会」機能等で確認してください。
3.サービス利用口座の取引可能範囲
（1）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、

カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご
利用いただけます。

（2）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手
数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファン
ド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金
の引落し口座（以下「出金口座」といいます。）としてご利
用いただけます。出金口座からの資金等引落しは、各種預
金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求
書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行
所定の方法により取扱います。ただし、カードローン口座
を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取
引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、
カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投
資信託の購入は行えません。

（3）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家
族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場
合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引
の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金
の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみ
とします。

（4）「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定
期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用い
ただけます｡

4.依頼内容の変更・取消し
確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の
方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは
当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができ
ないことがあります。
5.取引内容の記録
当行は、インターネット・モバイルバンキングによる指示内容

についてすべて記録し、相当期間保存します。
第4条　照会取引
1.会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引（残高照
会、入出金明細照会、定期明細照会等）を行うことができま
す。
2.照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提
供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知す
ることなく変更することがあります。
3.照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明
細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類
の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更すること
があります。この内容変更により生じた損害については、当行
は責任を負いません。
第5条　振込・振替取引
1.取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引

を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらか
じめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または
事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支
店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができ
ます。

（2）振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行
いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定
（1）会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取

引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってくだ
さい。特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預
金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に
伝達してください。

（2）会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してくだ
さい。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料
を出金口座より引落します。

3.振替取引処理
振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行う
ものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所
定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌
営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に
振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。
4.振込通知の発信
振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則
依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信しま
す。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引
の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の
発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限
を会員に通知することなく変更することがあります。
5.依頼取引の取消し
（1）取引受付完了後の変更または取消しはできません。
（2）前項（1）にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生

した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。こ
の取消しにより生じた損害については、当行は責任を負い
ません。
①振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引
にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高
（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以
下同様とします。）を超えるとき。
②出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
③会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに
基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適
当と認めたとき。
⑤災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得な
い事由があったとき。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当
の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
可能となったとき。

6.適用金利
振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定め
る金利とします。
7.振込取引の組戻し等
（1）会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先

金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行
は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手
続きを行います。
また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し
依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金しま
す。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所
定の組戻し手数料は不要とします。
また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責
任を負いません。 

（2）会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該
振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続
により依頼してください。 

（3）当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を
振込先の金融機関に発信します。 

（4）組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組
戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融
機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に
入金します。また、振込手数料は返却いたしません。

（5）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がす
でに振込通知を受信している時は、組戻しができないこと
があります。この場合には、受取人との間で協議してくだ
さい。

第6条　定期預金取引
1.定期預金取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引

および付随する業務を行うことができます。
①定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
②ダイレクト専用定期預金口座の開設
なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子
所得等の非課税（マル優）設定はできません。

（2）取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
（3）取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口

座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
（4）預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で

定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知す
ることなく変更することがあります。

（5）適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
（6）預り証は発行いたしません。
（7）解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入

金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日
数が必要です。

（8）一部解約の取引はできません。
（9）一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。
2.ダイレクト専用定期預金口座
（1）会員は、本サービス専用の定期預金口座（以下「ダイレク

ト専用定期預金口座」といいます）を開設することができ
ます。

（2）ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に
開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録され
ます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。

（3）ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座としま
す。

（4）ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで
依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。

（5）ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたし
ません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの

明細照会画面にて確認するものとします。
（6）ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、

当行所定の定期預金とします。
（7）ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本

サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、Ａ
ＴＭではお取扱いいたしません。

（8）ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金につい
て、満期案内などのご連絡を停止することはできません。

（9）ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約
を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条　投資信託取引
1.投資信託取引の内容
会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の
購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変
更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次
に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座（以下「投資信託口座」とい
います。）の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取（換金は全て解約にて取扱います。）
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等
の非課税（マル優）設定

2.取引の開始
（1）会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行う

ことにより、投資信託取引を利用できるようになるものと
します。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口
座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設
するものとします。

（2）会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけ
ません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取
引をご利用いただけない場合があります。

（3）ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償
還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、イン
ターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじ
め登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立
（1）受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの

判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取
得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断り
させていただくことがあります。

（2）投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド
毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異
なる場合があります。

（3）当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付け
た場合、翌営業日に処理を行います。

（4）投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の
投資信託ファンド（コース）とし、１回あたり、１日あたりの
取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。

（5）会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最
新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等
について十分に理解をした上で、注文を行うものとしま
す。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイル
をダウンロードする方式により交付を受けるものとしま
す。

（6）取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コー
スの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益
権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引
申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。

（7）購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバン
キングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所
定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

（1）ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の
時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落
します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注
文がなかったものとして取扱います。
また、当座貸越契約はご利用いただけません。

（2）解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた
受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。

（3）天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等
は、本項（1）にかかわらず、投資信託の指定預金口座より
自動引落しを行います。

5.その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立と
なります。これによりお客さまに損害が生じた場合であって
も、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負
いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
②会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づ
き当行が所定の手続きを行ったとき
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と
認めたとき
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰す
べき事由により、当行でお客さまの所在が不明となってい
ることが判明したとき
⑤停電、故障等により取扱いができない場合
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人
確認が行えなかった場合
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不
可能と認めたとき

第8条　外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
（1）会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預

金取引の注文受付および付随する業務を行うことができ
ます。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
②外貨普通預金の入出金
③外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて
手続きを行うものとします。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
②為替予約の締結

（2）会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通
預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預
金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したう
えで、自らの判断と責任において取引を行うものとしま
す。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』およ
び『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行
ホームページに掲示するものとします。

（3）外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけま
せん。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせて
いただくことがあります。

（4）取扱い通貨は当行所定の通貨とします。１回あたり、１日あ
たりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。

（5）外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時と
し、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとな
ります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異な
る場合があります。

（6）外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付
けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を
引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、
注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の
当座貸越契約はご利用いただけません。

（7）外貨定期預金を解約（満期解約予約を含む）した場合、解
約処理日以降に計算書を郵送します。

（8）外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消

すことはできません。
2.適用相場
（1）外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う

場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所
定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用す
る金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金
額で適用される金利とします。

（2）外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金
する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の
相場とします。

（3）適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で
公表します。インターネットバンキング取引適用相場およ
び金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利
と異なる場合があります。その場合は、インターネットバ
ンキング取引適用相場および金利を適用します。

（4）インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京
外国為替市場における相場が大きく変動し場合などは、
インターネットバンキング取引適用相場を見直すことが
あります。この場合、取扱いを中止または一時停止するこ
とがあります。

（5）外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座
からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差
損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録
（1）外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を

開設することができます。開設できる口座は当行所定の
外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。

（2）外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」
の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」とし
て登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通と
します。

（3）外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は
取引内容を当行所定の方法により確認するものとしま
す。

（4）外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいて
から、当行所定の日数が必要です。

（5）既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録され
ている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の
外貨預金口座を開設することはできません。

（6）店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場
合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録す
るものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サー
ビス利用口座」として登録できません。

（7）同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」とし
て２つ以上登録することはできません。

第9条　住所変更取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行
への届出住所を変更することができます。
ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合
致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
2.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
3.住所変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続
き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行
えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。
第10条　公共料金自動支払申込取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口
座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申
込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限
ります。
2.申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承

認するものとします。
3.申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に
代わり行います。
4.自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意
の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問
合せください。
5.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
第11条　住宅ローン一部繰上返済取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの
住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随
する業務を行うことができます。
①住宅ローン一部繰上返済の申込み
②一部繰上返済シミュレーション
③一部繰上返済予約内容の確認・取消
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手
続きを行うものとします。
①住宅ローン全額繰上返済
②毎月返済および増額返済の割賦金の変更
③増額返済部分のみの繰上返済
2.一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローン
とします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであって
も、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅
ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。
3.この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差
し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随
する契約書等（以下「原契約等」といいます。）に従うものとし
ます。
4.一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のう
ち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものと
します。
5.一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うもの
とします。
6.一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰上返済日に支払うものとします。
7.住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」
という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合が
あります。
8.住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済に
よって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰
上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものと
し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で
生じるものとします。
9.一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上
返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座
に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできな
い場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。

10.一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日
ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。

11.一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証
会社手数料を支払うものとします（保証会社手数料は、返戻
保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料
に満たない場合は、保証料の返戻はございません）。なお、住
宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知す
ることなく変更する場合があります。
第12条　税金・各種料金払込み取引「Pay-easy（ペイジー）」
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機
関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができま
す。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料
を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うこ
とができます。
2.会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納

機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定
の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報（以下「収納情報」といいます。）の照会を行ってくだ
さい。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収
納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した
場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き
継がれます。
3.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員
の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金
口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確
に入力してください。
4.次の場合には払込取引を行うことができません。
（1）収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワー

クなどが停電、故障等により取扱いできない場合
（2）依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加

えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すこ
とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残
高を含む。）を超える場合

（3）１日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
（4）出金口座が解約済みの場合
（5）出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき

当行が所定の手続を行った場合
（6）差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場

合
（7）収納機関から収納情報についての所定の確認ができない

場合
（8）その他当行が必要と認めた場合
5.払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内とします
が、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用
時間内でも利用ができないことがあります。
6.払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依
頼を取消することができません。
7.当行は、各種料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行い
たしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納
手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納
機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されること
があります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入
力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあり
ます。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行ま
たは収納機関所定の手続を行ってください。
第13条　メール通知機能
1.機能の内容
メール通知機能とは、本サービスのご利用口座において
キャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所
定の事項をＥメールでお知らせするインターネットバンキング
またはモバイルバンキングのサービスです。
通知対象取引：出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エ
ラー取引
2.通知対象口座
本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに
登録の会員名義の口座とします。
3.Ｅメールアドレスの登録
会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼
にもとづき、通知先のＥメールアドレスの指定・変更・解除の登
録を自ら行うものとします。
4.Ｅメールアドレスの管理
（1）会員は前項3.にもとづいて登録されたＥメールアドレスに

つき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使
用できないＥメールアドレスで、会員が正当な使用権限を
有するＥメールアドレスを登録するものとします。

（2）Ｅメールアドレスの変更については会員が管理を行うもの
とし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操

作により変更の登録を行うものとします。
5.機能の解約
本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手
続きにより終了するものとします。
6.利用上の制限事項等
（1）Ｅメールでの通知は原則として当日中に行うものとします

が、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービ
スの翌営業日となる場合があります。

（2）取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の
止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Ｅメール
にて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場
合があります。

（3）本機能で利用する会員のＥメールアドレスでのＥメールの
受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとしま
す。

（4）会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスで
の照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確
認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不
正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届
出るものとします。

（5）通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行う
ものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。

（6）本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情
報をＥメールその他でお問い合わせすることはありませ
ん。

第14条　携帯ロック機能
1.機能の内容
携帯ロック機能とは、本サービスにおいて会員が操作する携
帯電話端末による依頼にもとづき、資金移動サービスの利用
停止（以下携帯ロックといいます）と利用停止の一時解除（以
下携帯ロック解除といいます）を行い、資金移動の機会を制限
することで本サービスの安全性を高める機能です。
2.ロック対象口座の指定
会員は本サービスにおいて、会員が操作する携帯電話端末に
よる依頼にもとづき、携帯ロック対象口座の指定登録を自ら
行うものとします。尚、本機能の対象口座は以下のとおりとし
ます。
指定対象口座：普通預金・貯蓄預金・カードローン
3.ロック対象取引
ロックの対象となる取引は本サービスにおける振込・振替・定
期預入取引とし、その他の取引（投資信託取引サービスや照
会など）は対象となりません。
4.携帯ロック後の資金移動取引
前項の資金移動取引を行う場合、会員は携帯ロック解除を行
うものとします。また資金移動取引終了後には、お取引の安全
性向上の為、速やかに再度ロック操作を行うものとします。な
お、会員による携帯ロック設定がなされない場合、当行は当行
所定の時間の経過により携帯ロックを再設定いたします。
5.機能の解除
本機能の解除については、ご利用口座ごとに、お取引店で書
面により当行所定の手続きを行うものとします。
第15条　サービス内容の追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追
加・変更・中止することがあります。
なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込
みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部
のサービスについてはこの限りではありません。
第16条　取引内容の確認等
1.取引内容の確認
（1）本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金

取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速
やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万
一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を

当行に申し出てください。
（2）会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合

は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものと
して取扱います。

2.通知・照会方法
（1）Ｅメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交
付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都
度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所
定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をＥメー
ルにて事前に届出のあるＥメールアドレス宛通知いたしま
すので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内
容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出て
ください。

（2）投資信託取引の通知
会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定
められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付
しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先
本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、
当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話
番号、Ｅメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Ｅメールアドレスや連絡先の登録の届出不備
または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場
合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
第17条　届出事項の変更等
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、
電話番号、Ｅメールアドレス、その他届出事項に変更があった場
合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の
届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処
理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行か
らの送信、通知または送付する書類やＥメール等が延着し、また
は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
第18条　サービス利用口座の変更・解約
「代表口座」の場合
（1）変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解  

約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行っ
てください｡

（2）「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び
外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト
専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

「代表口座」以外のサービス利用口座の場合
（1）当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
（2）「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合  

は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の
削除処理を行います。

第19条　免責事項等
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等が
あっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負い
ません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または
裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回
線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
（当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないもの
とします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故
意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領した
サービス料の金額を上限とします。）

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路におい
て盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩
した場合
4.本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員
と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽
造・変造・盗用または不正使用等があった場合
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも
かかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正
使用等があった場合
6.会員が各種届出事項の変更を怠った場合
第20条　不正な振込等による被害の補てん請求
1.補てん請求
本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人
に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害
については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行
に対して当該不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含
みます）の額に相当する金額の補てんを請求することができ
ます。
（1）盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行わ

れていること
（2）当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われている

こと
（3）警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行

われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故
意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日（ただし、当行に通知することができないやむをえない事情
があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続
している期間を加えた日数とします）前の日以降になされた
不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額
に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます）を補てん
するものとします。
ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が
善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各
種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失が
ある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案
のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ
ります。
3.補てん対象期限
前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通
知が、盗難等が行われた日（当該盗難等が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用い
て行われた不正な振込等が最初に行われた日）から、2年を経
過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場
合には、当行は補てんの責任を負いません。
（1）当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意

かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア．当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失
に起因する場合

イ．会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人によって行われた場合

ウ．会員が、被害状況についての当行に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条　契約期間
本契約の契約期間は、契約日から１年間とし、特に会員または当
行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間
満了の日から１年間更新されるものとします。更新後も同様とし

ます。
第22条　解約
1.本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）は、当事
者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、
会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面によ
り届出るものとします｡なお、解約の届出は当行の解約手続き
が終了した後に有効となります。
2.前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが
残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約で
きません。
3.本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設
した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約
も合わせて行うものとします。
4.当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信し
た場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも､通
常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行
は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
（1）「代表口座」が解約されたとき
（2）相続の開始があったとき
（3）住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行におい

て会員の所在が不明となったとき
（4）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申

立があったとき
（5）会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相

当の事由が発生したとき
（6）会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して

誤入力したことに伴う本サービスの停止が６ヶ月以上放
置されたとき

6.１年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱い
を停止させていただく場合があります。この場合、当行より
「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、また
は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなします。
第23条　規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規
定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預
金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
第24条　規定の変更
１.当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
（1）会員の一般の利益に適合する場合
（2）前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況

の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合
理的である場合

２.本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日を
インターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から
変更後の本規定の効力が発生するものとします。

３.第１項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の
間には、１ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

４.当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は
責任を負いません。
第25条　譲渡質入れ等の禁止
本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、
ならびに第三者への貸与等はできません。
第26条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関し
て訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所
とします。
附則
第1条
旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い
平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス

契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連
規定を承認したものとします。
第2条
旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い
平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、シス
テム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認した
ものとします。

預金口座振替規定
1.私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付された
ときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座か
ら引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかか
わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すこと
のできる金額（当座貸越を利用できる範囲の金額を含みま
す。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却さ
れてもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日
をもって処理されてもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ま
す。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から
請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしな
い限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつ
かえありません。
4.この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責
によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

（2019年10月1日現在）



第1条　ダイレクトバンキング
1.取引の範囲
ダイレクトバンキング（以下「本サービス」といいます）とは、当
行所定の通信機器（以下「端末」といいます）等による会員ご
本人（以下「会員」といいます）からの依頼にもとづき、以下の
取引を行うサービスをいいます（以下、パーソナルコンピュー
ターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバン
キング」、携帯電話端末による取引を「モバイルバンキング」と
いいます）。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。ま
た、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキングで提供する取
引は、各々当行が定めるものとします。
（本サービスで提供する取引）
（1）照会取引
（2）振込・振替取引 
（3）定期預金取引
（4）投資信託取引
（5）外貨預金取引
（6）住所変更取引
（7）公共料金自動支払申込取引
（8）住宅ローン一部繰上返済取引
（9）税金・各種料金払込み取引
（10）メール通知機能 
（11）携帯ロック機能
（12）その他当行所定の取引
2.利用対象者
会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本
サービスをご利用いただけます。
（1）日本国内に在住している個人の方
（2）当行本支店に普通預金口座（総合口座を含む）をお持ち

の方 
3.利用環境
本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会
員が自己の負担において準備するものとします。本サービス
は国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発
生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外から
の問合せ等に対するサポートは行いません。
4.利用時間
（1）本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時

間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更
する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事
等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知
することなく、利用を一時停止または中止することがあり
ます。

（2）本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項  
の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含
みません。

5.取引限度額
本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内
とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行
うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事
前に通知することなく取引限度額を変更する場合がありま
す。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を
負いません。なお、１日あたりの取引金額とは、利用時間内に
取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「１
日」の起点は毎日午前０時とします。
6.利用手数料
（1）本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手

数料等は別途必要となります。

（2）当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料
を、事前に通知することなく改定または新設する場合があ
ります。当該手数料は、当行所定の方法により引落しま
す。

第2条　利用の申込みおよび取引時の本人確認方法 
1.会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法に
より本サービスの利用に必要なパスワード（以下「各種パス
ワード」といいます。）その他必要事項を届出るものとします｡
2.当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店
の会員名義の口座および会員の家族名義の口座（以下「サー
ビス利用口座」といいます）につき、当行所定の方法により、会
員の有効な意思による申込であることと、家族の了解を得た
申込みであることが確認できたものとして取扱います。
本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生につい
て、当行は責任を負いません。
3.会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座
の１つを「代表口座」として、届出るものとします。
当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への
届出内容と照合します。
4.サービス利用口座の取引店は、「代表口座」の取引店を含む3
か店の範囲内とします。
5.当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時
点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお
知らせ」を発送します。
6.当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、
前項5の「会員番号のお知らせ」が不着となった場合、申込み
がなかったものとして取扱います。
7.本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている
「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行
が定める方法により、本人確認（以下「本人確認」といいます）
を行います｡
当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとし
て取扱います。
（1）会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示

であること。
（2）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
8.利用に際して必要な「会員番号」、「各種パスワード」、その他本
人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるもの
とし、当行が必要とする場合、変更することができるものとし
ます｡
9.「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場
合は、当行指定の文字数を指定してください。
また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話
番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られ
ないよう厳重に管理してください。

10.「会員番号」、「各種パスワード」等が第三者に知られた場合、ま
たは機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺
失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに
当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出
てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を
停止します。
ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼（未処
理のものを含みます）は、この停止後も、なお有効なものとし
て取扱います｡

11.前項10の届出前に生じた損害については、当行は責任を負い
ません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続
きをとってください。

12.当行が本規定（当行所定事項に定める事項を含みます）にした
がって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「会員番
号」、「各種パスワード」等について不正利用、その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。
ただし、「会員番号」、「各種パスワード」の管理について、会員
の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場

合の当行の責任については、この限りではありません。
「各種パスワード」等が記載されている申込書控えや当行が
送付する「会員番号のお知らせ」等は会員本人が厳重に管理
し、第三者に教えたり、紛失､盗難に遭わないよう十分に注意
してください。
なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」等を連絡したり、
取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」等をお聞きす
ることはありません。

13.会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更
を行う場合には、当行所定の方法によります。

14.本サービスの利用について当行に登録されている「各種パス
ワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続し
て行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止
します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依
頼（未処理のものを含みます。）は、この停止後も、なお有効な
ものとして取扱います。
第3条　取引の依頼・依頼内容の確定方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方
法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で
当行に伝達して行うものとします｡当行は、サービス利用口座
にて依頼された取引を実施します｡
2.依頼内容の確定方法
当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会
員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合に
は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してくだ
さい。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内
容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続き
を行います｡受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴
照会」機能等で確認してください。
3.サービス利用口座の取引可能範囲
（1）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、

カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご
利用いただけます。

（2）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手
数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファン
ド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金
の引落し口座（以下「出金口座」といいます。）としてご利
用いただけます。出金口座からの資金等引落しは、各種預
金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求
書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行
所定の方法により取扱います。ただし、カードローン口座
を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取
引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、
カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投
資信託の購入は行えません。

（3）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家
族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場
合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引
の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金
の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみ
とします。

（4）「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定
期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用い
ただけます｡

4.依頼内容の変更・取消し
確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の
方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは
当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができ
ないことがあります。
5.取引内容の記録
当行は、インターネット・モバイルバンキングによる指示内容

についてすべて記録し、相当期間保存します。
第4条　照会取引
1.会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引（残高照
会、入出金明細照会、定期明細照会等）を行うことができま
す。
2.照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提
供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知す
ることなく変更することがあります。
3.照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明
細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類
の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更すること
があります。この内容変更により生じた損害については、当行
は責任を負いません。
第5条　振込・振替取引
1.取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引

を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらか
じめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または
事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支
店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができ
ます。

（2）振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行
いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定
（1）会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取

引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってくだ
さい。特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預
金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に
伝達してください。

（2）会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してくだ
さい。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料
を出金口座より引落します。

3.振替取引処理
振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行う
ものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所
定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌
営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に
振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。
4.振込通知の発信
振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則
依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信しま
す。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引
の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の
発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限
を会員に通知することなく変更することがあります。
5.依頼取引の取消し
（1）取引受付完了後の変更または取消しはできません。
（2）前項（1）にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生

した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。こ
の取消しにより生じた損害については、当行は責任を負い
ません。
①振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引
にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高
（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以
下同様とします。）を超えるとき。
②出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
③会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに
基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適
当と認めたとき。
⑤災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得な
い事由があったとき。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当
の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
可能となったとき。

6.適用金利
振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定め
る金利とします。
7.振込取引の組戻し等
（1）会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先

金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行
は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手
続きを行います。
また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し
依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金しま
す。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所
定の組戻し手数料は不要とします。
また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責
任を負いません。 

（2）会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該
振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続
により依頼してください。 

（3）当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を
振込先の金融機関に発信します。 

（4）組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組
戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融
機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に
入金します。また、振込手数料は返却いたしません。

（5）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がす
でに振込通知を受信している時は、組戻しができないこと
があります。この場合には、受取人との間で協議してくだ
さい。

第6条　定期預金取引
1.定期預金取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引

および付随する業務を行うことができます。
①定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
②ダイレクト専用定期預金口座の開設
なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子
所得等の非課税（マル優）設定はできません。

（2）取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
（3）取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口

座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
（4）預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で

定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知す
ることなく変更することがあります。

（5）適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
（6）預り証は発行いたしません。
（7）解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入

金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日
数が必要です。

（8）一部解約の取引はできません。
（9）一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。
2.ダイレクト専用定期預金口座
（1）会員は、本サービス専用の定期預金口座（以下「ダイレク

ト専用定期預金口座」といいます）を開設することができ
ます。

（2）ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に
開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録され
ます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。

（3）ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座としま
す。

（4）ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで
依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。

（5）ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたし
ません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの

明細照会画面にて確認するものとします。
（6）ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、

当行所定の定期預金とします。
（7）ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本

サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、Ａ
ＴＭではお取扱いいたしません。

（8）ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金につい
て、満期案内などのご連絡を停止することはできません。

（9）ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約
を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条　投資信託取引
1.投資信託取引の内容
会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の
購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変
更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次
に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座（以下「投資信託口座」とい
います。）の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取（換金は全て解約にて取扱います。）
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等
の非課税（マル優）設定

2.取引の開始
（1）会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行う

ことにより、投資信託取引を利用できるようになるものと
します。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口
座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設
するものとします。

（2）会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけ
ません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取
引をご利用いただけない場合があります。

（3）ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償
還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、イン
ターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじ
め登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立
（1）受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの

判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取
得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断り
させていただくことがあります。

（2）投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド
毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異
なる場合があります。

（3）当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付け
た場合、翌営業日に処理を行います。

（4）投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の
投資信託ファンド（コース）とし、１回あたり、１日あたりの
取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。

（5）会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最
新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等
について十分に理解をした上で、注文を行うものとしま
す。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイル
をダウンロードする方式により交付を受けるものとしま
す。

（6）取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コー
スの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益
権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引
申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。

（7）購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバン
キングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所
定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

（1）ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の
時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落
します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注
文がなかったものとして取扱います。
また、当座貸越契約はご利用いただけません。

（2）解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた
受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。

（3）天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等
は、本項（1）にかかわらず、投資信託の指定預金口座より
自動引落しを行います。

5.その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立と
なります。これによりお客さまに損害が生じた場合であって
も、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負
いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
②会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づ
き当行が所定の手続きを行ったとき
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と
認めたとき
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰す
べき事由により、当行でお客さまの所在が不明となってい
ることが判明したとき
⑤停電、故障等により取扱いができない場合
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人
確認が行えなかった場合
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不
可能と認めたとき

第8条　外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
（1）会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預

金取引の注文受付および付随する業務を行うことができ
ます。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
②外貨普通預金の入出金
③外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて
手続きを行うものとします。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
②為替予約の締結

（2）会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通
預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預
金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したう
えで、自らの判断と責任において取引を行うものとしま
す。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』およ
び『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行
ホームページに掲示するものとします。

（3）外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけま
せん。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせて
いただくことがあります。

（4）取扱い通貨は当行所定の通貨とします。１回あたり、１日あ
たりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。

（5）外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時と
し、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとな
ります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異な
る場合があります。

（6）外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付
けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を
引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、
注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の
当座貸越契約はご利用いただけません。

（7）外貨定期預金を解約（満期解約予約を含む）した場合、解
約処理日以降に計算書を郵送します。

（8）外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消

すことはできません。
2.適用相場
（1）外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う

場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所
定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用す
る金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金
額で適用される金利とします。

（2）外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金
する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の
相場とします。

（3）適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で
公表します。インターネットバンキング取引適用相場およ
び金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利
と異なる場合があります。その場合は、インターネットバ
ンキング取引適用相場および金利を適用します。

（4）インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京
外国為替市場における相場が大きく変動し場合などは、
インターネットバンキング取引適用相場を見直すことが
あります。この場合、取扱いを中止または一時停止するこ
とがあります。

（5）外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座
からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差
損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録
（1）外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を

開設することができます。開設できる口座は当行所定の
外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。

（2）外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」
の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」とし
て登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通と
します。

（3）外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は
取引内容を当行所定の方法により確認するものとしま
す。

（4）外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいて
から、当行所定の日数が必要です。

（5）既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録され
ている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の
外貨預金口座を開設することはできません。

（6）店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場
合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録す
るものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サー
ビス利用口座」として登録できません。

（7）同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」とし
て２つ以上登録することはできません。

第9条　住所変更取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行
への届出住所を変更することができます。
ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合
致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
2.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
3.住所変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続
き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行
えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。
第10条　公共料金自動支払申込取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口
座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申
込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限
ります。
2.申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承

認するものとします。
3.申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に
代わり行います。
4.自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意
の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問
合せください。
5.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
第11条　住宅ローン一部繰上返済取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの
住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随
する業務を行うことができます。
①住宅ローン一部繰上返済の申込み
②一部繰上返済シミュレーション
③一部繰上返済予約内容の確認・取消
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手
続きを行うものとします。
①住宅ローン全額繰上返済
②毎月返済および増額返済の割賦金の変更
③増額返済部分のみの繰上返済
2.一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローン
とします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであって
も、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅
ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。
3.この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差
し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随
する契約書等（以下「原契約等」といいます。）に従うものとし
ます。
4.一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のう
ち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものと
します。
5.一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うもの
とします。
6.一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰上返済日に支払うものとします。
7.住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」
という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合が
あります。
8.住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済に
よって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰
上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものと
し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で
生じるものとします。
9.一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上
返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座
に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできな
い場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。

10.一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日
ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。

11.一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証
会社手数料を支払うものとします（保証会社手数料は、返戻
保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料
に満たない場合は、保証料の返戻はございません）。なお、住
宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知す
ることなく変更する場合があります。
第12条　税金・各種料金払込み取引「Pay-easy（ペイジー）」
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機
関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができま
す。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料
を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うこ
とができます。
2.会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納

機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定
の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報（以下「収納情報」といいます。）の照会を行ってくだ
さい。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収
納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した
場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き
継がれます。
3.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員
の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金
口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確
に入力してください。
4.次の場合には払込取引を行うことができません。
（1）収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワー

クなどが停電、故障等により取扱いできない場合
（2）依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加

えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すこ
とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残
高を含む。）を超える場合

（3）１日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
（4）出金口座が解約済みの場合
（5）出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき

当行が所定の手続を行った場合
（6）差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場

合
（7）収納機関から収納情報についての所定の確認ができない

場合
（8）その他当行が必要と認めた場合
5.払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内とします
が、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用
時間内でも利用ができないことがあります。
6.払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依
頼を取消することができません。
7.当行は、各種料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行い
たしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納
手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納
機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されること
があります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入
力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあり
ます。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行ま
たは収納機関所定の手続を行ってください。
第13条　メール通知機能
1.機能の内容
メール通知機能とは、本サービスのご利用口座において
キャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所
定の事項をＥメールでお知らせするインターネットバンキング
またはモバイルバンキングのサービスです。
通知対象取引：出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エ
ラー取引
2.通知対象口座
本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに
登録の会員名義の口座とします。
3.Ｅメールアドレスの登録
会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼
にもとづき、通知先のＥメールアドレスの指定・変更・解除の登
録を自ら行うものとします。
4.Ｅメールアドレスの管理
（1）会員は前項3.にもとづいて登録されたＥメールアドレスに

つき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使
用できないＥメールアドレスで、会員が正当な使用権限を
有するＥメールアドレスを登録するものとします。

（2）Ｅメールアドレスの変更については会員が管理を行うもの
とし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操

作により変更の登録を行うものとします。
5.機能の解約
本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手
続きにより終了するものとします。
6.利用上の制限事項等
（1）Ｅメールでの通知は原則として当日中に行うものとします

が、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービ
スの翌営業日となる場合があります。

（2）取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の
止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Ｅメール
にて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場
合があります。

（3）本機能で利用する会員のＥメールアドレスでのＥメールの
受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとしま
す。

（4）会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスで
の照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確
認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不
正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届
出るものとします。

（5）通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行う
ものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。

（6）本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情
報をＥメールその他でお問い合わせすることはありませ
ん。

第14条　携帯ロック機能
1.機能の内容
携帯ロック機能とは、本サービスにおいて会員が操作する携
帯電話端末による依頼にもとづき、資金移動サービスの利用
停止（以下携帯ロックといいます）と利用停止の一時解除（以
下携帯ロック解除といいます）を行い、資金移動の機会を制限
することで本サービスの安全性を高める機能です。
2.ロック対象口座の指定
会員は本サービスにおいて、会員が操作する携帯電話端末に
よる依頼にもとづき、携帯ロック対象口座の指定登録を自ら
行うものとします。尚、本機能の対象口座は以下のとおりとし
ます。
指定対象口座：普通預金・貯蓄預金・カードローン
3.ロック対象取引
ロックの対象となる取引は本サービスにおける振込・振替・定
期預入取引とし、その他の取引（投資信託取引サービスや照
会など）は対象となりません。
4.携帯ロック後の資金移動取引
前項の資金移動取引を行う場合、会員は携帯ロック解除を行
うものとします。また資金移動取引終了後には、お取引の安全
性向上の為、速やかに再度ロック操作を行うものとします。な
お、会員による携帯ロック設定がなされない場合、当行は当行
所定の時間の経過により携帯ロックを再設定いたします。
5.機能の解除
本機能の解除については、ご利用口座ごとに、お取引店で書
面により当行所定の手続きを行うものとします。
第15条　サービス内容の追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追
加・変更・中止することがあります。
なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込
みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部
のサービスについてはこの限りではありません。
第16条　取引内容の確認等
1.取引内容の確認
（1）本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金

取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速
やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万
一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を

当行に申し出てください。
（2）会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合

は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものと
して取扱います。

2.通知・照会方法
（1）Ｅメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交
付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都
度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所
定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をＥメー
ルにて事前に届出のあるＥメールアドレス宛通知いたしま
すので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内
容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出て
ください。

（2）投資信託取引の通知
会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定
められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付
しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先
本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、
当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話
番号、Ｅメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Ｅメールアドレスや連絡先の登録の届出不備
または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場
合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
第17条　届出事項の変更等
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、
電話番号、Ｅメールアドレス、その他届出事項に変更があった場
合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の
届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処
理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行か
らの送信、通知または送付する書類やＥメール等が延着し、また
は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
第18条　サービス利用口座の変更・解約
「代表口座」の場合
（1）変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解  

約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行っ
てください｡

（2）「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び
外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト
専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

「代表口座」以外のサービス利用口座の場合
（1）当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
（2）「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合  

は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の
削除処理を行います。

第19条　免責事項等
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等が
あっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負い
ません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または
裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回
線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
（当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないもの
とします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故
意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領した
サービス料の金額を上限とします。）

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路におい
て盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩
した場合
4.本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員
と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽
造・変造・盗用または不正使用等があった場合
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも
かかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正
使用等があった場合
6.会員が各種届出事項の変更を怠った場合
第20条　不正な振込等による被害の補てん請求
1.補てん請求
本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人
に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害
については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行
に対して当該不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含
みます）の額に相当する金額の補てんを請求することができ
ます。
（1）盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行わ

れていること
（2）当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われている

こと
（3）警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行

われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故
意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日（ただし、当行に通知することができないやむをえない事情
があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続
している期間を加えた日数とします）前の日以降になされた
不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額
に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます）を補てん
するものとします。
ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が
善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各
種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失が
ある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案
のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ
ります。
3.補てん対象期限
前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通
知が、盗難等が行われた日（当該盗難等が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用い
て行われた不正な振込等が最初に行われた日）から、2年を経
過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場
合には、当行は補てんの責任を負いません。
（1）当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意

かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア．当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失
に起因する場合

イ．会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人によって行われた場合

ウ．会員が、被害状況についての当行に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条　契約期間
本契約の契約期間は、契約日から１年間とし、特に会員または当
行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間
満了の日から１年間更新されるものとします。更新後も同様とし

ます。
第22条　解約
1.本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）は、当事
者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、
会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面によ
り届出るものとします｡なお、解約の届出は当行の解約手続き
が終了した後に有効となります。
2.前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが
残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約で
きません。
3.本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設
した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約
も合わせて行うものとします。
4.当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信し
た場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも､通
常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行
は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
（1）「代表口座」が解約されたとき
（2）相続の開始があったとき
（3）住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行におい

て会員の所在が不明となったとき
（4）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申

立があったとき
（5）会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相

当の事由が発生したとき
（6）会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して

誤入力したことに伴う本サービスの停止が６ヶ月以上放
置されたとき

6.１年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱い
を停止させていただく場合があります。この場合、当行より
「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、また
は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなします。
第23条　規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規
定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預
金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
第24条　規定の変更
１.当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
（1）会員の一般の利益に適合する場合
（2）前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況

の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合
理的である場合

２.本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日を
インターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から
変更後の本規定の効力が発生するものとします。

３.第１項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の
間には、１ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

４.当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は
責任を負いません。
第25条　譲渡質入れ等の禁止
本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、
ならびに第三者への貸与等はできません。
第26条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関し
て訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所
とします。
附則
第1条
旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い
平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス

契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連
規定を承認したものとします。
第2条
旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い
平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、シス
テム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認した
ものとします。

預金口座振替規定
1.私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付された
ときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座か
ら引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかか
わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すこと
のできる金額（当座貸越を利用できる範囲の金額を含みま
す。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却さ
れてもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日
をもって処理されてもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ま
す。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から
請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしな
い限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつ
かえありません。
4.この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責
によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

（2019年10月1日現在）



第1条　ダイレクトバンキング
1.取引の範囲
ダイレクトバンキング（以下「本サービス」といいます）とは、当
行所定の通信機器（以下「端末」といいます）等による会員ご
本人（以下「会員」といいます）からの依頼にもとづき、以下の
取引を行うサービスをいいます（以下、パーソナルコンピュー
ターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバン
キング」、携帯電話端末による取引を「モバイルバンキング」と
いいます）。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。ま
た、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキングで提供する取
引は、各々当行が定めるものとします。
（本サービスで提供する取引）
（1）照会取引
（2）振込・振替取引 
（3）定期預金取引
（4）投資信託取引
（5）外貨預金取引
（6）住所変更取引
（7）公共料金自動支払申込取引
（8）住宅ローン一部繰上返済取引
（9）税金・各種料金払込み取引
（10）メール通知機能 
（11）携帯ロック機能
（12）その他当行所定の取引
2.利用対象者
会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本
サービスをご利用いただけます。
（1）日本国内に在住している個人の方
（2）当行本支店に普通預金口座（総合口座を含む）をお持ち

の方 
3.利用環境
本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会
員が自己の負担において準備するものとします。本サービス
は国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発
生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外から
の問合せ等に対するサポートは行いません。
4.利用時間
（1）本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時

間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更
する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事
等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知
することなく、利用を一時停止または中止することがあり
ます。

（2）本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項  
の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含
みません。

5.取引限度額
本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内
とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行
うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事
前に通知することなく取引限度額を変更する場合がありま
す。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を
負いません。なお、１日あたりの取引金額とは、利用時間内に
取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「１
日」の起点は毎日午前０時とします。
6.利用手数料
（1）本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手

数料等は別途必要となります。

（2）当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料
を、事前に通知することなく改定または新設する場合があ
ります。当該手数料は、当行所定の方法により引落しま
す。

第2条　利用の申込みおよび取引時の本人確認方法 
1.会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法に
より本サービスの利用に必要なパスワード（以下「各種パス
ワード」といいます。）その他必要事項を届出るものとします｡
2.当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店
の会員名義の口座および会員の家族名義の口座（以下「サー
ビス利用口座」といいます）につき、当行所定の方法により、会
員の有効な意思による申込であることと、家族の了解を得た
申込みであることが確認できたものとして取扱います。
本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生につい
て、当行は責任を負いません。
3.会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座
の１つを「代表口座」として、届出るものとします。
当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への
届出内容と照合します。
4.サービス利用口座の取引店は、「代表口座」の取引店を含む3
か店の範囲内とします。
5.当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時
点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお
知らせ」を発送します。
6.当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、
前項5の「会員番号のお知らせ」が不着となった場合、申込み
がなかったものとして取扱います。
7.本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている
「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行
が定める方法により、本人確認（以下「本人確認」といいます）
を行います｡
当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとし
て取扱います。
（1）会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示

であること。
（2）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
8.利用に際して必要な「会員番号」、「各種パスワード」、その他本
人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるもの
とし、当行が必要とする場合、変更することができるものとし
ます｡
9.「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場
合は、当行指定の文字数を指定してください。
また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話
番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られ
ないよう厳重に管理してください。

10.「会員番号」、「各種パスワード」等が第三者に知られた場合、ま
たは機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺
失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに
当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出
てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を
停止します。
ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼（未処
理のものを含みます）は、この停止後も、なお有効なものとし
て取扱います｡

11.前項10の届出前に生じた損害については、当行は責任を負い
ません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続
きをとってください。

12.当行が本規定（当行所定事項に定める事項を含みます）にした
がって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「会員番
号」、「各種パスワード」等について不正利用、その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。
ただし、「会員番号」、「各種パスワード」の管理について、会員
の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場

合の当行の責任については、この限りではありません。
「各種パスワード」等が記載されている申込書控えや当行が
送付する「会員番号のお知らせ」等は会員本人が厳重に管理
し、第三者に教えたり、紛失､盗難に遭わないよう十分に注意
してください。
なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」等を連絡したり、
取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」等をお聞きす
ることはありません。

13.会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更
を行う場合には、当行所定の方法によります。

14.本サービスの利用について当行に登録されている「各種パス
ワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続し
て行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止
します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依
頼（未処理のものを含みます。）は、この停止後も、なお有効な
ものとして取扱います。
第3条　取引の依頼・依頼内容の確定方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方
法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で
当行に伝達して行うものとします｡当行は、サービス利用口座
にて依頼された取引を実施します｡
2.依頼内容の確定方法
当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会
員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合に
は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してくだ
さい。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内
容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続き
を行います｡受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴
照会」機能等で確認してください。
3.サービス利用口座の取引可能範囲
（1）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、

カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご
利用いただけます。

（2）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手
数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファン
ド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金
の引落し口座（以下「出金口座」といいます。）としてご利
用いただけます。出金口座からの資金等引落しは、各種預
金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求
書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行
所定の方法により取扱います。ただし、カードローン口座
を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取
引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、
カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投
資信託の購入は行えません。

（3）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家
族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場
合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引
の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金
の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみ
とします。

（4）「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定
期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用い
ただけます｡

4.依頼内容の変更・取消し
確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の
方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは
当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができ
ないことがあります。
5.取引内容の記録
当行は、インターネット・モバイルバンキングによる指示内容

についてすべて記録し、相当期間保存します。
第4条　照会取引
1.会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引（残高照
会、入出金明細照会、定期明細照会等）を行うことができま
す。
2.照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提
供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知す
ることなく変更することがあります。
3.照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明
細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類
の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更すること
があります。この内容変更により生じた損害については、当行
は責任を負いません。
第5条　振込・振替取引
1.取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引

を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらか
じめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または
事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支
店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができ
ます。

（2）振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行
いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定
（1）会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取

引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってくだ
さい。特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預
金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に
伝達してください。

（2）会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してくだ
さい。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料
を出金口座より引落します。

3.振替取引処理
振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行う
ものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所
定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌
営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に
振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。
4.振込通知の発信
振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則
依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信しま
す。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引
の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の
発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限
を会員に通知することなく変更することがあります。
5.依頼取引の取消し
（1）取引受付完了後の変更または取消しはできません。
（2）前項（1）にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生

した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。こ
の取消しにより生じた損害については、当行は責任を負い
ません。
①振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引
にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高
（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以
下同様とします。）を超えるとき。
②出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
③会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに
基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適
当と認めたとき。
⑤災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得な
い事由があったとき。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当
の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
可能となったとき。

6.適用金利
振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定め
る金利とします。
7.振込取引の組戻し等
（1）会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先

金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行
は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手
続きを行います。
また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し
依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金しま
す。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所
定の組戻し手数料は不要とします。
また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責
任を負いません。 

（2）会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該
振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続
により依頼してください。 

（3）当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を
振込先の金融機関に発信します。 

（4）組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組
戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融
機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に
入金します。また、振込手数料は返却いたしません。

（5）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がす
でに振込通知を受信している時は、組戻しができないこと
があります。この場合には、受取人との間で協議してくだ
さい。

第6条　定期預金取引
1.定期預金取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引

および付随する業務を行うことができます。
①定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
②ダイレクト専用定期預金口座の開設
なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子
所得等の非課税（マル優）設定はできません。

（2）取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
（3）取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口

座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
（4）預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で

定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知す
ることなく変更することがあります。

（5）適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
（6）預り証は発行いたしません。
（7）解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入

金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日
数が必要です。

（8）一部解約の取引はできません。
（9）一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。
2.ダイレクト専用定期預金口座
（1）会員は、本サービス専用の定期預金口座（以下「ダイレク

ト専用定期預金口座」といいます）を開設することができ
ます。

（2）ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に
開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録され
ます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。

（3）ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座としま
す。

（4）ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで
依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。

（5）ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたし
ません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの

明細照会画面にて確認するものとします。
（6）ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、

当行所定の定期預金とします。
（7）ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本

サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、Ａ
ＴＭではお取扱いいたしません。

（8）ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金につい
て、満期案内などのご連絡を停止することはできません。

（9）ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約
を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条　投資信託取引
1.投資信託取引の内容
会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の
購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変
更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次
に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座（以下「投資信託口座」とい
います。）の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取（換金は全て解約にて取扱います。）
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等
の非課税（マル優）設定

2.取引の開始
（1）会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行う

ことにより、投資信託取引を利用できるようになるものと
します。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口
座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設
するものとします。

（2）会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけ
ません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取
引をご利用いただけない場合があります。

（3）ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償
還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、イン
ターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじ
め登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立
（1）受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの

判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取
得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断り
させていただくことがあります。

（2）投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド
毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異
なる場合があります。

（3）当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付け
た場合、翌営業日に処理を行います。

（4）投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の
投資信託ファンド（コース）とし、１回あたり、１日あたりの
取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。

（5）会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最
新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等
について十分に理解をした上で、注文を行うものとしま
す。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイル
をダウンロードする方式により交付を受けるものとしま
す。

（6）取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コー
スの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益
権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引
申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。

（7）購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバン
キングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所
定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

（1）ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の
時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落
します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注
文がなかったものとして取扱います。
また、当座貸越契約はご利用いただけません。

（2）解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた
受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。

（3）天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等
は、本項（1）にかかわらず、投資信託の指定預金口座より
自動引落しを行います。

5.その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立と
なります。これによりお客さまに損害が生じた場合であって
も、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負
いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
②会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づ
き当行が所定の手続きを行ったとき
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と
認めたとき
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰す
べき事由により、当行でお客さまの所在が不明となってい
ることが判明したとき
⑤停電、故障等により取扱いができない場合
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人
確認が行えなかった場合
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不
可能と認めたとき

第8条　外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
（1）会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預

金取引の注文受付および付随する業務を行うことができ
ます。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
②外貨普通預金の入出金
③外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて
手続きを行うものとします。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
②為替予約の締結

（2）会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通
預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預
金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したう
えで、自らの判断と責任において取引を行うものとしま
す。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』およ
び『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行
ホームページに掲示するものとします。

（3）外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけま
せん。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせて
いただくことがあります。

（4）取扱い通貨は当行所定の通貨とします。１回あたり、１日あ
たりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。

（5）外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時と
し、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとな
ります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異な
る場合があります。

（6）外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付
けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を
引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、
注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の
当座貸越契約はご利用いただけません。

（7）外貨定期預金を解約（満期解約予約を含む）した場合、解
約処理日以降に計算書を郵送します。

（8）外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消

すことはできません。
2.適用相場
（1）外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う

場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所
定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用す
る金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金
額で適用される金利とします。

（2）外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金
する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の
相場とします。

（3）適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で
公表します。インターネットバンキング取引適用相場およ
び金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利
と異なる場合があります。その場合は、インターネットバ
ンキング取引適用相場および金利を適用します。

（4）インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京
外国為替市場における相場が大きく変動し場合などは、
インターネットバンキング取引適用相場を見直すことが
あります。この場合、取扱いを中止または一時停止するこ
とがあります。

（5）外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座
からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差
損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録
（1）外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を

開設することができます。開設できる口座は当行所定の
外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。

（2）外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」
の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」とし
て登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通と
します。

（3）外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は
取引内容を当行所定の方法により確認するものとしま
す。

（4）外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいて
から、当行所定の日数が必要です。

（5）既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録され
ている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の
外貨預金口座を開設することはできません。

（6）店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場
合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録す
るものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サー
ビス利用口座」として登録できません。

（7）同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」とし
て２つ以上登録することはできません。

第9条　住所変更取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行
への届出住所を変更することができます。
ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合
致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
2.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
3.住所変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続
き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行
えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。
第10条　公共料金自動支払申込取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口
座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申
込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限
ります。
2.申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承

認するものとします。
3.申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に
代わり行います。
4.自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意
の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問
合せください。
5.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
第11条　住宅ローン一部繰上返済取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの
住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随
する業務を行うことができます。
①住宅ローン一部繰上返済の申込み
②一部繰上返済シミュレーション
③一部繰上返済予約内容の確認・取消
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手
続きを行うものとします。
①住宅ローン全額繰上返済
②毎月返済および増額返済の割賦金の変更
③増額返済部分のみの繰上返済
2.一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローン
とします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであって
も、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅
ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。
3.この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差
し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随
する契約書等（以下「原契約等」といいます。）に従うものとし
ます。
4.一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のう
ち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものと
します。
5.一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うもの
とします。
6.一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰上返済日に支払うものとします。
7.住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」
という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合が
あります。
8.住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済に
よって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰
上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものと
し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で
生じるものとします。
9.一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上
返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座
に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできな
い場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。

10.一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日
ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。

11.一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証
会社手数料を支払うものとします（保証会社手数料は、返戻
保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料
に満たない場合は、保証料の返戻はございません）。なお、住
宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知す
ることなく変更する場合があります。
第12条　税金・各種料金払込み取引「Pay-easy（ペイジー）」
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機
関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができま
す。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料
を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うこ
とができます。
2.会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納

機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定
の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報（以下「収納情報」といいます。）の照会を行ってくだ
さい。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収
納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した
場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き
継がれます。
3.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員
の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金
口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確
に入力してください。
4.次の場合には払込取引を行うことができません。
（1）収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワー

クなどが停電、故障等により取扱いできない場合
（2）依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加

えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すこ
とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残
高を含む。）を超える場合

（3）１日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
（4）出金口座が解約済みの場合
（5）出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき

当行が所定の手続を行った場合
（6）差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場

合
（7）収納機関から収納情報についての所定の確認ができない

場合
（8）その他当行が必要と認めた場合
5.払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内とします
が、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用
時間内でも利用ができないことがあります。
6.払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依
頼を取消することができません。
7.当行は、各種料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行い
たしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納
手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納
機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されること
があります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入
力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあり
ます。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行ま
たは収納機関所定の手続を行ってください。
第13条　メール通知機能
1.機能の内容
メール通知機能とは、本サービスのご利用口座において
キャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所
定の事項をＥメールでお知らせするインターネットバンキング
またはモバイルバンキングのサービスです。
通知対象取引：出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エ
ラー取引
2.通知対象口座
本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに
登録の会員名義の口座とします。
3.Ｅメールアドレスの登録
会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼
にもとづき、通知先のＥメールアドレスの指定・変更・解除の登
録を自ら行うものとします。
4.Ｅメールアドレスの管理
（1）会員は前項3.にもとづいて登録されたＥメールアドレスに

つき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使
用できないＥメールアドレスで、会員が正当な使用権限を
有するＥメールアドレスを登録するものとします。

（2）Ｅメールアドレスの変更については会員が管理を行うもの
とし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操

作により変更の登録を行うものとします。
5.機能の解約
本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手
続きにより終了するものとします。
6.利用上の制限事項等
（1）Ｅメールでの通知は原則として当日中に行うものとします

が、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービ
スの翌営業日となる場合があります。

（2）取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の
止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Ｅメール
にて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場
合があります。

（3）本機能で利用する会員のＥメールアドレスでのＥメールの
受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとしま
す。

（4）会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスで
の照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確
認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不
正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届
出るものとします。

（5）通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行う
ものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。

（6）本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情
報をＥメールその他でお問い合わせすることはありませ
ん。

第14条　携帯ロック機能
1.機能の内容
携帯ロック機能とは、本サービスにおいて会員が操作する携
帯電話端末による依頼にもとづき、資金移動サービスの利用
停止（以下携帯ロックといいます）と利用停止の一時解除（以
下携帯ロック解除といいます）を行い、資金移動の機会を制限
することで本サービスの安全性を高める機能です。
2.ロック対象口座の指定
会員は本サービスにおいて、会員が操作する携帯電話端末に
よる依頼にもとづき、携帯ロック対象口座の指定登録を自ら
行うものとします。尚、本機能の対象口座は以下のとおりとし
ます。
指定対象口座：普通預金・貯蓄預金・カードローン
3.ロック対象取引
ロックの対象となる取引は本サービスにおける振込・振替・定
期預入取引とし、その他の取引（投資信託取引サービスや照
会など）は対象となりません。
4.携帯ロック後の資金移動取引
前項の資金移動取引を行う場合、会員は携帯ロック解除を行
うものとします。また資金移動取引終了後には、お取引の安全
性向上の為、速やかに再度ロック操作を行うものとします。な
お、会員による携帯ロック設定がなされない場合、当行は当行
所定の時間の経過により携帯ロックを再設定いたします。
5.機能の解除
本機能の解除については、ご利用口座ごとに、お取引店で書
面により当行所定の手続きを行うものとします。
第15条　サービス内容の追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追
加・変更・中止することがあります。
なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込
みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部
のサービスについてはこの限りではありません。
第16条　取引内容の確認等
1.取引内容の確認
（1）本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金

取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速
やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万
一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を

当行に申し出てください。
（2）会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合

は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものと
して取扱います。

2.通知・照会方法
（1）Ｅメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交
付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都
度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所
定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をＥメー
ルにて事前に届出のあるＥメールアドレス宛通知いたしま
すので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内
容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出て
ください。

（2）投資信託取引の通知
会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定
められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付
しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先
本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、
当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話
番号、Ｅメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Ｅメールアドレスや連絡先の登録の届出不備
または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場
合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
第17条　届出事項の変更等
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、
電話番号、Ｅメールアドレス、その他届出事項に変更があった場
合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の
届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処
理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行か
らの送信、通知または送付する書類やＥメール等が延着し、また
は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
第18条　サービス利用口座の変更・解約
「代表口座」の場合
（1）変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解  

約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行っ
てください｡

（2）「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び
外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト
専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

「代表口座」以外のサービス利用口座の場合
（1）当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
（2）「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合  

は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の
削除処理を行います。

第19条　免責事項等
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等が
あっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負い
ません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または
裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回
線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
（当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないもの
とします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故
意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領した
サービス料の金額を上限とします。）

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路におい
て盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩
した場合
4.本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員
と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽
造・変造・盗用または不正使用等があった場合
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも
かかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正
使用等があった場合
6.会員が各種届出事項の変更を怠った場合
第20条　不正な振込等による被害の補てん請求
1.補てん請求
本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人
に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害
については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行
に対して当該不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含
みます）の額に相当する金額の補てんを請求することができ
ます。
（1）盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行わ

れていること
（2）当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われている

こと
（3）警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行

われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故
意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日（ただし、当行に通知することができないやむをえない事情
があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続
している期間を加えた日数とします）前の日以降になされた
不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額
に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます）を補てん
するものとします。
ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が
善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各
種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失が
ある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案
のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ
ります。
3.補てん対象期限
前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通
知が、盗難等が行われた日（当該盗難等が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用い
て行われた不正な振込等が最初に行われた日）から、2年を経
過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場
合には、当行は補てんの責任を負いません。
（1）当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意

かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア．当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失
に起因する場合

イ．会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人によって行われた場合

ウ．会員が、被害状況についての当行に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条　契約期間
本契約の契約期間は、契約日から１年間とし、特に会員または当
行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間
満了の日から１年間更新されるものとします。更新後も同様とし

ます。
第22条　解約
1.本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）は、当事
者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、
会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面によ
り届出るものとします｡なお、解約の届出は当行の解約手続き
が終了した後に有効となります。
2.前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが
残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約で
きません。
3.本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設
した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約
も合わせて行うものとします。
4.当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信し
た場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも､通
常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行
は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
（1）「代表口座」が解約されたとき
（2）相続の開始があったとき
（3）住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行におい

て会員の所在が不明となったとき
（4）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申

立があったとき
（5）会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相

当の事由が発生したとき
（6）会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して

誤入力したことに伴う本サービスの停止が６ヶ月以上放
置されたとき

6.１年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱い
を停止させていただく場合があります。この場合、当行より
「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、また
は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなします。
第23条　規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規
定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預
金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
第24条　規定の変更
１.当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
（1）会員の一般の利益に適合する場合
（2）前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況

の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合
理的である場合

２.本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日を
インターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から
変更後の本規定の効力が発生するものとします。

３.第１項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の
間には、１ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

４.当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は
責任を負いません。
第25条　譲渡質入れ等の禁止
本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、
ならびに第三者への貸与等はできません。
第26条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関し
て訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所
とします。
附則
第1条
旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い
平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス

契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連
規定を承認したものとします。
第2条
旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い
平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、シス
テム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認した
ものとします。

預金口座振替規定
1.私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付された
ときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座か
ら引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかか
わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すこと
のできる金額（当座貸越を利用できる範囲の金額を含みま
す。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却さ
れてもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日
をもって処理されてもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ま
す。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から
請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしな
い限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつ
かえありません。
4.この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責
によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

（2019年10月1日現在）



第1条　ダイレクトバンキング
1.取引の範囲
ダイレクトバンキング（以下「本サービス」といいます）とは、当
行所定の通信機器（以下「端末」といいます）等による会員ご
本人（以下「会員」といいます）からの依頼にもとづき、以下の
取引を行うサービスをいいます（以下、パーソナルコンピュー
ターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバン
キング」、携帯電話端末による取引を「モバイルバンキング」と
いいます）。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。ま
た、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキングで提供する取
引は、各々当行が定めるものとします。
（本サービスで提供する取引）
（1）照会取引
（2）振込・振替取引 
（3）定期預金取引
（4）投資信託取引
（5）外貨預金取引
（6）住所変更取引
（7）公共料金自動支払申込取引
（8）住宅ローン一部繰上返済取引
（9）税金・各種料金払込み取引
（10）メール通知機能 
（11）携帯ロック機能
（12）その他当行所定の取引
2.利用対象者
会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本
サービスをご利用いただけます。
（1）日本国内に在住している個人の方
（2）当行本支店に普通預金口座（総合口座を含む）をお持ち

の方 
3.利用環境
本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会
員が自己の負担において準備するものとします。本サービス
は国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発
生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外から
の問合せ等に対するサポートは行いません。
4.利用時間
（1）本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時

間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更
する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事
等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知
することなく、利用を一時停止または中止することがあり
ます。

（2）本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項  
の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含
みません。

5.取引限度額
本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内
とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行
うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事
前に通知することなく取引限度額を変更する場合がありま
す。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を
負いません。なお、１日あたりの取引金額とは、利用時間内に
取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「１
日」の起点は毎日午前０時とします。
6.利用手数料
（1）本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手

数料等は別途必要となります。

（2）当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料
を、事前に通知することなく改定または新設する場合があ
ります。当該手数料は、当行所定の方法により引落しま
す。

第2条　利用の申込みおよび取引時の本人確認方法 
1.会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法に
より本サービスの利用に必要なパスワード（以下「各種パス
ワード」といいます。）その他必要事項を届出るものとします｡
2.当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店
の会員名義の口座および会員の家族名義の口座（以下「サー
ビス利用口座」といいます）につき、当行所定の方法により、会
員の有効な意思による申込であることと、家族の了解を得た
申込みであることが確認できたものとして取扱います。
本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生につい
て、当行は責任を負いません。
3.会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座
の１つを「代表口座」として、届出るものとします。
当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への
届出内容と照合します。
4.サービス利用口座の取引店は、「代表口座」の取引店を含む3
か店の範囲内とします。
5.当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時
点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお
知らせ」を発送します。
6.当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、
前項5の「会員番号のお知らせ」が不着となった場合、申込み
がなかったものとして取扱います。
7.本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている
「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行
が定める方法により、本人確認（以下「本人確認」といいます）
を行います｡
当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとし
て取扱います。
（1）会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示

であること。
（2）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
8.利用に際して必要な「会員番号」、「各種パスワード」、その他本
人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるもの
とし、当行が必要とする場合、変更することができるものとし
ます｡
9.「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場
合は、当行指定の文字数を指定してください。
また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話
番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られ
ないよう厳重に管理してください。

10.「会員番号」、「各種パスワード」等が第三者に知られた場合、ま
たは機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺
失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに
当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出
てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を
停止します。
ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼（未処
理のものを含みます）は、この停止後も、なお有効なものとし
て取扱います｡

11.前項10の届出前に生じた損害については、当行は責任を負い
ません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続
きをとってください。

12.当行が本規定（当行所定事項に定める事項を含みます）にした
がって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「会員番
号」、「各種パスワード」等について不正利用、その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。
ただし、「会員番号」、「各種パスワード」の管理について、会員
の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場

合の当行の責任については、この限りではありません。
「各種パスワード」等が記載されている申込書控えや当行が
送付する「会員番号のお知らせ」等は会員本人が厳重に管理
し、第三者に教えたり、紛失､盗難に遭わないよう十分に注意
してください。
なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」等を連絡したり、
取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」等をお聞きす
ることはありません。

13.会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更
を行う場合には、当行所定の方法によります。

14.本サービスの利用について当行に登録されている「各種パス
ワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続し
て行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止
します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依
頼（未処理のものを含みます。）は、この停止後も、なお有効な
ものとして取扱います。
第3条　取引の依頼・依頼内容の確定方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方
法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で
当行に伝達して行うものとします｡当行は、サービス利用口座
にて依頼された取引を実施します｡
2.依頼内容の確定方法
当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会
員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合に
は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してくだ
さい。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内
容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続き
を行います｡受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴
照会」機能等で確認してください。
3.サービス利用口座の取引可能範囲
（1）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、

カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご
利用いただけます。

（2）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手
数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファン
ド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金
の引落し口座（以下「出金口座」といいます。）としてご利
用いただけます。出金口座からの資金等引落しは、各種預
金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求
書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行
所定の方法により取扱います。ただし、カードローン口座
を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取
引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、
カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投
資信託の購入は行えません。

（3）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家
族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場
合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引
の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金
の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみ
とします。

（4）「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定
期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用い
ただけます｡

4.依頼内容の変更・取消し
確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の
方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは
当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができ
ないことがあります。
5.取引内容の記録
当行は、インターネット・モバイルバンキングによる指示内容

についてすべて記録し、相当期間保存します。
第4条　照会取引
1.会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引（残高照
会、入出金明細照会、定期明細照会等）を行うことができま
す。
2.照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提
供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知す
ることなく変更することがあります。
3.照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明
細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類
の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更すること
があります。この内容変更により生じた損害については、当行
は責任を負いません。
第5条　振込・振替取引
1.取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引

を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらか
じめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または
事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支
店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができ
ます。

（2）振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行
いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定
（1）会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取

引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってくだ
さい。特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預
金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に
伝達してください。

（2）会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してくだ
さい。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料
を出金口座より引落します。

3.振替取引処理
振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行う
ものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所
定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌
営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に
振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。
4.振込通知の発信
振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則
依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信しま
す。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引
の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の
発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限
を会員に通知することなく変更することがあります。
5.依頼取引の取消し
（1）取引受付完了後の変更または取消しはできません。
（2）前項（1）にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生

した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。こ
の取消しにより生じた損害については、当行は責任を負い
ません。
①振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引
にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高
（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以
下同様とします。）を超えるとき。
②出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
③会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに
基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適
当と認めたとき。
⑤災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得な
い事由があったとき。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当
の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
可能となったとき。

6.適用金利
振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定め
る金利とします。
7.振込取引の組戻し等
（1）会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先

金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行
は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手
続きを行います。
また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し
依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金しま
す。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所
定の組戻し手数料は不要とします。
また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責
任を負いません。 

（2）会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該
振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続
により依頼してください。 

（3）当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を
振込先の金融機関に発信します。 

（4）組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組
戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融
機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に
入金します。また、振込手数料は返却いたしません。

（5）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がす
でに振込通知を受信している時は、組戻しができないこと
があります。この場合には、受取人との間で協議してくだ
さい。

第6条　定期預金取引
1.定期預金取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引

および付随する業務を行うことができます。
①定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
②ダイレクト専用定期預金口座の開設
なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子
所得等の非課税（マル優）設定はできません。

（2）取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
（3）取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口

座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
（4）預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で

定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知す
ることなく変更することがあります。

（5）適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
（6）預り証は発行いたしません。
（7）解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入

金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日
数が必要です。

（8）一部解約の取引はできません。
（9）一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。
2.ダイレクト専用定期預金口座
（1）会員は、本サービス専用の定期預金口座（以下「ダイレク

ト専用定期預金口座」といいます）を開設することができ
ます。

（2）ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に
開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録され
ます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。

（3）ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座としま
す。

（4）ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで
依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。

（5）ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたし
ません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの

明細照会画面にて確認するものとします。
（6）ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、

当行所定の定期預金とします。
（7）ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本

サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、Ａ
ＴＭではお取扱いいたしません。

（8）ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金につい
て、満期案内などのご連絡を停止することはできません。

（9）ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約
を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条　投資信託取引
1.投資信託取引の内容
会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の
購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変
更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次
に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座（以下「投資信託口座」とい
います。）の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取（換金は全て解約にて取扱います。）
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等
の非課税（マル優）設定

2.取引の開始
（1）会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行う

ことにより、投資信託取引を利用できるようになるものと
します。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口
座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設
するものとします。

（2）会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけ
ません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取
引をご利用いただけない場合があります。

（3）ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償
還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、イン
ターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじ
め登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立
（1）受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの

判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取
得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断り
させていただくことがあります。

（2）投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド
毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異
なる場合があります。

（3）当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付け
た場合、翌営業日に処理を行います。

（4）投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の
投資信託ファンド（コース）とし、１回あたり、１日あたりの
取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。

（5）会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最
新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等
について十分に理解をした上で、注文を行うものとしま
す。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイル
をダウンロードする方式により交付を受けるものとしま
す。

（6）取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コー
スの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益
権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引
申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。

（7）購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバン
キングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所
定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

（1）ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の
時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落
します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注
文がなかったものとして取扱います。
また、当座貸越契約はご利用いただけません。

（2）解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた
受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。

（3）天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等
は、本項（1）にかかわらず、投資信託の指定預金口座より
自動引落しを行います。

5.その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立と
なります。これによりお客さまに損害が生じた場合であって
も、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負
いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
②会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づ
き当行が所定の手続きを行ったとき
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と
認めたとき
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰す
べき事由により、当行でお客さまの所在が不明となってい
ることが判明したとき
⑤停電、故障等により取扱いができない場合
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人
確認が行えなかった場合
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不
可能と認めたとき

第8条　外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
（1）会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預

金取引の注文受付および付随する業務を行うことができ
ます。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
②外貨普通預金の入出金
③外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて
手続きを行うものとします。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
②為替予約の締結

（2）会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通
預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預
金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したう
えで、自らの判断と責任において取引を行うものとしま
す。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』およ
び『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行
ホームページに掲示するものとします。

（3）外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけま
せん。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせて
いただくことがあります。

（4）取扱い通貨は当行所定の通貨とします。１回あたり、１日あ
たりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。

（5）外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時と
し、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとな
ります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異な
る場合があります。

（6）外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付
けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を
引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、
注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の
当座貸越契約はご利用いただけません。

（7）外貨定期預金を解約（満期解約予約を含む）した場合、解
約処理日以降に計算書を郵送します。

（8）外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消

すことはできません。
2.適用相場
（1）外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う

場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所
定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用す
る金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金
額で適用される金利とします。

（2）外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金
する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の
相場とします。

（3）適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で
公表します。インターネットバンキング取引適用相場およ
び金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利
と異なる場合があります。その場合は、インターネットバ
ンキング取引適用相場および金利を適用します。

（4）インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京
外国為替市場における相場が大きく変動し場合などは、
インターネットバンキング取引適用相場を見直すことが
あります。この場合、取扱いを中止または一時停止するこ
とがあります。

（5）外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座
からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差
損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録
（1）外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を

開設することができます。開設できる口座は当行所定の
外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。

（2）外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」
の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」とし
て登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通と
します。

（3）外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は
取引内容を当行所定の方法により確認するものとしま
す。

（4）外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいて
から、当行所定の日数が必要です。

（5）既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録され
ている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の
外貨預金口座を開設することはできません。

（6）店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場
合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録す
るものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サー
ビス利用口座」として登録できません。

（7）同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」とし
て２つ以上登録することはできません。

第9条　住所変更取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行
への届出住所を変更することができます。
ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合
致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
2.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
3.住所変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続
き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行
えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。
第10条　公共料金自動支払申込取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口
座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申
込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限
ります。
2.申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承

認するものとします。
3.申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に
代わり行います。
4.自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意
の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問
合せください。
5.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
第11条　住宅ローン一部繰上返済取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの
住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随
する業務を行うことができます。
①住宅ローン一部繰上返済の申込み
②一部繰上返済シミュレーション
③一部繰上返済予約内容の確認・取消
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手
続きを行うものとします。
①住宅ローン全額繰上返済
②毎月返済および増額返済の割賦金の変更
③増額返済部分のみの繰上返済
2.一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローン
とします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであって
も、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅
ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。
3.この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差
し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随
する契約書等（以下「原契約等」といいます。）に従うものとし
ます。
4.一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のう
ち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものと
します。
5.一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うもの
とします。
6.一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰上返済日に支払うものとします。
7.住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」
という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合が
あります。
8.住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済に
よって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰
上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものと
し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で
生じるものとします。
9.一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上
返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座
に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできな
い場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。

10.一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日
ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。

11.一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証
会社手数料を支払うものとします（保証会社手数料は、返戻
保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料
に満たない場合は、保証料の返戻はございません）。なお、住
宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知す
ることなく変更する場合があります。
第12条　税金・各種料金払込み取引「Pay-easy（ペイジー）」
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機
関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができま
す。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料
を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うこ
とができます。
2.会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納

機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定
の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報（以下「収納情報」といいます。）の照会を行ってくだ
さい。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収
納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した
場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き
継がれます。
3.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員
の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金
口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確
に入力してください。
4.次の場合には払込取引を行うことができません。
（1）収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワー

クなどが停電、故障等により取扱いできない場合
（2）依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加

えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すこ
とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残
高を含む。）を超える場合

（3）１日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
（4）出金口座が解約済みの場合
（5）出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき

当行が所定の手続を行った場合
（6）差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場

合
（7）収納機関から収納情報についての所定の確認ができない

場合
（8）その他当行が必要と認めた場合
5.払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内とします
が、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用
時間内でも利用ができないことがあります。
6.払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依
頼を取消することができません。
7.当行は、各種料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行い
たしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納
手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納
機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されること
があります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入
力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあり
ます。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行ま
たは収納機関所定の手続を行ってください。
第13条　メール通知機能
1.機能の内容
メール通知機能とは、本サービスのご利用口座において
キャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所
定の事項をＥメールでお知らせするインターネットバンキング
またはモバイルバンキングのサービスです。
通知対象取引：出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エ
ラー取引
2.通知対象口座
本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに
登録の会員名義の口座とします。
3.Ｅメールアドレスの登録
会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼
にもとづき、通知先のＥメールアドレスの指定・変更・解除の登
録を自ら行うものとします。
4.Ｅメールアドレスの管理
（1）会員は前項3.にもとづいて登録されたＥメールアドレスに

つき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使
用できないＥメールアドレスで、会員が正当な使用権限を
有するＥメールアドレスを登録するものとします。

（2）Ｅメールアドレスの変更については会員が管理を行うもの
とし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操

作により変更の登録を行うものとします。
5.機能の解約
本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手
続きにより終了するものとします。
6.利用上の制限事項等
（1）Ｅメールでの通知は原則として当日中に行うものとします

が、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービ
スの翌営業日となる場合があります。

（2）取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の
止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Ｅメール
にて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場
合があります。

（3）本機能で利用する会員のＥメールアドレスでのＥメールの
受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとしま
す。

（4）会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスで
の照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確
認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不
正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届
出るものとします。

（5）通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行う
ものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。

（6）本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情
報をＥメールその他でお問い合わせすることはありませ
ん。

第14条　携帯ロック機能
1.機能の内容
携帯ロック機能とは、本サービスにおいて会員が操作する携
帯電話端末による依頼にもとづき、資金移動サービスの利用
停止（以下携帯ロックといいます）と利用停止の一時解除（以
下携帯ロック解除といいます）を行い、資金移動の機会を制限
することで本サービスの安全性を高める機能です。
2.ロック対象口座の指定
会員は本サービスにおいて、会員が操作する携帯電話端末に
よる依頼にもとづき、携帯ロック対象口座の指定登録を自ら
行うものとします。尚、本機能の対象口座は以下のとおりとし
ます。
指定対象口座：普通預金・貯蓄預金・カードローン
3.ロック対象取引
ロックの対象となる取引は本サービスにおける振込・振替・定
期預入取引とし、その他の取引（投資信託取引サービスや照
会など）は対象となりません。
4.携帯ロック後の資金移動取引
前項の資金移動取引を行う場合、会員は携帯ロック解除を行
うものとします。また資金移動取引終了後には、お取引の安全
性向上の為、速やかに再度ロック操作を行うものとします。な
お、会員による携帯ロック設定がなされない場合、当行は当行
所定の時間の経過により携帯ロックを再設定いたします。
5.機能の解除
本機能の解除については、ご利用口座ごとに、お取引店で書
面により当行所定の手続きを行うものとします。
第15条　サービス内容の追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追
加・変更・中止することがあります。
なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込
みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部
のサービスについてはこの限りではありません。
第16条　取引内容の確認等
1.取引内容の確認
（1）本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金

取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速
やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万
一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を

当行に申し出てください。
（2）会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合

は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものと
して取扱います。

2.通知・照会方法
（1）Ｅメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交
付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都
度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所
定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をＥメー
ルにて事前に届出のあるＥメールアドレス宛通知いたしま
すので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内
容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出て
ください。

（2）投資信託取引の通知
会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定
められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付
しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先
本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、
当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話
番号、Ｅメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Ｅメールアドレスや連絡先の登録の届出不備
または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場
合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
第17条　届出事項の変更等
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、
電話番号、Ｅメールアドレス、その他届出事項に変更があった場
合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の
届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処
理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行か
らの送信、通知または送付する書類やＥメール等が延着し、また
は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
第18条　サービス利用口座の変更・解約
「代表口座」の場合
（1）変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解  

約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行っ
てください｡

（2）「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び
外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト
専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

「代表口座」以外のサービス利用口座の場合
（1）当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
（2）「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合  

は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の
削除処理を行います。

第19条　免責事項等
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等が
あっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負い
ません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または
裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回
線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
（当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないもの
とします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故
意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領した
サービス料の金額を上限とします。）

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路におい
て盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩
した場合
4.本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員
と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽
造・変造・盗用または不正使用等があった場合
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも
かかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正
使用等があった場合
6.会員が各種届出事項の変更を怠った場合
第20条　不正な振込等による被害の補てん請求
1.補てん請求
本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人
に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害
については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行
に対して当該不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含
みます）の額に相当する金額の補てんを請求することができ
ます。
（1）盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行わ

れていること
（2）当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われている

こと
（3）警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行

われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故
意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日（ただし、当行に通知することができないやむをえない事情
があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続
している期間を加えた日数とします）前の日以降になされた
不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額
に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます）を補てん
するものとします。
ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が
善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各
種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失が
ある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案
のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ
ります。
3.補てん対象期限
前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通
知が、盗難等が行われた日（当該盗難等が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用い
て行われた不正な振込等が最初に行われた日）から、2年を経
過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場
合には、当行は補てんの責任を負いません。
（1）当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意

かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア．当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失
に起因する場合

イ．会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人によって行われた場合

ウ．会員が、被害状況についての当行に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条　契約期間
本契約の契約期間は、契約日から１年間とし、特に会員または当
行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間
満了の日から１年間更新されるものとします。更新後も同様とし

ます。
第22条　解約
1.本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）は、当事
者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、
会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面によ
り届出るものとします｡なお、解約の届出は当行の解約手続き
が終了した後に有効となります。
2.前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが
残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約で
きません。
3.本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設
した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約
も合わせて行うものとします。
4.当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信し
た場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも､通
常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行
は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
（1）「代表口座」が解約されたとき
（2）相続の開始があったとき
（3）住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行におい

て会員の所在が不明となったとき
（4）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申

立があったとき
（5）会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相

当の事由が発生したとき
（6）会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して

誤入力したことに伴う本サービスの停止が６ヶ月以上放
置されたとき

6.１年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱い
を停止させていただく場合があります。この場合、当行より
「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、また
は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなします。
第23条　規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規
定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預
金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
第24条　規定の変更
１.当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
（1）会員の一般の利益に適合する場合
（2）前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況

の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合
理的である場合

２.本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日を
インターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から
変更後の本規定の効力が発生するものとします。

３.第１項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の
間には、１ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

４.当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は
責任を負いません。
第25条　譲渡質入れ等の禁止
本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、
ならびに第三者への貸与等はできません。
第26条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関し
て訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所
とします。
附則
第1条
旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い
平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス

契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連
規定を承認したものとします。
第2条
旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い
平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、シス
テム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認した
ものとします。

預金口座振替規定
1.私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付された
ときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座か
ら引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかか
わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すこと
のできる金額（当座貸越を利用できる範囲の金額を含みま
す。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却さ
れてもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日
をもって処理されてもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ま
す。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から
請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしな
い限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつ
かえありません。
4.この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責
によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

（2019年10月1日現在）



第1条　ダイレクトバンキング
1.取引の範囲
ダイレクトバンキング（以下「本サービス」といいます）とは、当
行所定の通信機器（以下「端末」といいます）等による会員ご
本人（以下「会員」といいます）からの依頼にもとづき、以下の
取引を行うサービスをいいます（以下、パーソナルコンピュー
ターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバン
キング」、携帯電話端末による取引を「モバイルバンキング」と
いいます）。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。ま
た、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキングで提供する取
引は、各々当行が定めるものとします。
（本サービスで提供する取引）
（1）照会取引
（2）振込・振替取引 
（3）定期預金取引
（4）投資信託取引
（5）外貨預金取引
（6）住所変更取引
（7）公共料金自動支払申込取引
（8）住宅ローン一部繰上返済取引
（9）税金・各種料金払込み取引
（10）メール通知機能 
（11）携帯ロック機能
（12）その他当行所定の取引
2.利用対象者
会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本
サービスをご利用いただけます。
（1）日本国内に在住している個人の方
（2）当行本支店に普通預金口座（総合口座を含む）をお持ち

の方 
3.利用環境
本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会
員が自己の負担において準備するものとします。本サービス
は国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発
生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外から
の問合せ等に対するサポートは行いません。
4.利用時間
（1）本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時

間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更
する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事
等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知
することなく、利用を一時停止または中止することがあり
ます。

（2）本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項  
の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含
みません。

5.取引限度額
本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内
とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行
うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事
前に通知することなく取引限度額を変更する場合がありま
す。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を
負いません。なお、１日あたりの取引金額とは、利用時間内に
取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「１
日」の起点は毎日午前０時とします。
6.利用手数料
（1）本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手

数料等は別途必要となります。

（2）当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料
を、事前に通知することなく改定または新設する場合があ
ります。当該手数料は、当行所定の方法により引落しま
す。

第2条　利用の申込みおよび取引時の本人確認方法 
1.会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法に
より本サービスの利用に必要なパスワード（以下「各種パス
ワード」といいます。）その他必要事項を届出るものとします｡
2.当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店
の会員名義の口座および会員の家族名義の口座（以下「サー
ビス利用口座」といいます）につき、当行所定の方法により、会
員の有効な意思による申込であることと、家族の了解を得た
申込みであることが確認できたものとして取扱います。
本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生につい
て、当行は責任を負いません。
3.会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座
の１つを「代表口座」として、届出るものとします。
当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への
届出内容と照合します。
4.サービス利用口座の取引店は、「代表口座」の取引店を含む3
か店の範囲内とします。
5.当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時
点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお
知らせ」を発送します。
6.当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、
前項5の「会員番号のお知らせ」が不着となった場合、申込み
がなかったものとして取扱います。
7.本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている
「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行
が定める方法により、本人確認（以下「本人確認」といいます）
を行います｡
当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとし
て取扱います。
（1）会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示

であること。
（2）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
8.利用に際して必要な「会員番号」、「各種パスワード」、その他本
人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるもの
とし、当行が必要とする場合、変更することができるものとし
ます｡
9.「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場
合は、当行指定の文字数を指定してください。
また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話
番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られ
ないよう厳重に管理してください。

10.「会員番号」、「各種パスワード」等が第三者に知られた場合、ま
たは機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺
失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに
当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出
てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を
停止します。
ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼（未処
理のものを含みます）は、この停止後も、なお有効なものとし
て取扱います｡

11.前項10の届出前に生じた損害については、当行は責任を負い
ません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続
きをとってください。

12.当行が本規定（当行所定事項に定める事項を含みます）にした
がって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「会員番
号」、「各種パスワード」等について不正利用、その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。
ただし、「会員番号」、「各種パスワード」の管理について、会員
の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場

合の当行の責任については、この限りではありません。
「各種パスワード」等が記載されている申込書控えや当行が
送付する「会員番号のお知らせ」等は会員本人が厳重に管理
し、第三者に教えたり、紛失､盗難に遭わないよう十分に注意
してください。
なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」等を連絡したり、
取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」等をお聞きす
ることはありません。

13.会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更
を行う場合には、当行所定の方法によります。

14.本サービスの利用について当行に登録されている「各種パス
ワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続し
て行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止
します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依
頼（未処理のものを含みます。）は、この停止後も、なお有効な
ものとして取扱います。
第3条　取引の依頼・依頼内容の確定方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方
法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で
当行に伝達して行うものとします｡当行は、サービス利用口座
にて依頼された取引を実施します｡
2.依頼内容の確定方法
当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会
員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合に
は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してくだ
さい。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内
容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続き
を行います｡受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴
照会」機能等で確認してください。
3.サービス利用口座の取引可能範囲
（1）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、

カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご
利用いただけます。

（2）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手
数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファン
ド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金
の引落し口座（以下「出金口座」といいます。）としてご利
用いただけます。出金口座からの資金等引落しは、各種預
金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求
書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行
所定の方法により取扱います。ただし、カードローン口座
を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取
引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、
カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投
資信託の購入は行えません。

（3）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家
族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場
合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引
の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金
の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみ
とします。

（4）「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定
期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用い
ただけます｡

4.依頼内容の変更・取消し
確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の
方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは
当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができ
ないことがあります。
5.取引内容の記録
当行は、インターネット・モバイルバンキングによる指示内容

についてすべて記録し、相当期間保存します。
第4条　照会取引
1.会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引（残高照
会、入出金明細照会、定期明細照会等）を行うことができま
す。
2.照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提
供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知す
ることなく変更することがあります。
3.照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明
細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類
の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更すること
があります。この内容変更により生じた損害については、当行
は責任を負いません。
第5条　振込・振替取引
1.取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引

を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらか
じめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または
事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支
店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができ
ます。

（2）振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行
いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定
（1）会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取

引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってくだ
さい。特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預
金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に
伝達してください。

（2）会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してくだ
さい。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料
を出金口座より引落します。

3.振替取引処理
振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行う
ものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所
定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌
営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に
振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。
4.振込通知の発信
振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則
依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信しま
す。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引
の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の
発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限
を会員に通知することなく変更することがあります。
5.依頼取引の取消し
（1）取引受付完了後の変更または取消しはできません。
（2）前項（1）にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生

した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。こ
の取消しにより生じた損害については、当行は責任を負い
ません。
①振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引
にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高
（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以
下同様とします。）を超えるとき。
②出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
③会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに
基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適
当と認めたとき。
⑤災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得な
い事由があったとき。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当
の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
可能となったとき。

6.適用金利
振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定め
る金利とします。
7.振込取引の組戻し等
（1）会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先

金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行
は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手
続きを行います。
また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し
依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金しま
す。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所
定の組戻し手数料は不要とします。
また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責
任を負いません。 

（2）会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該
振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続
により依頼してください。 

（3）当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を
振込先の金融機関に発信します。 

（4）組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組
戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融
機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に
入金します。また、振込手数料は返却いたしません。

（5）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がす
でに振込通知を受信している時は、組戻しができないこと
があります。この場合には、受取人との間で協議してくだ
さい。

第6条　定期預金取引
1.定期預金取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引

および付随する業務を行うことができます。
①定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
②ダイレクト専用定期預金口座の開設
なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子
所得等の非課税（マル優）設定はできません。

（2）取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
（3）取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口

座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
（4）預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で

定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知す
ることなく変更することがあります。

（5）適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
（6）預り証は発行いたしません。
（7）解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入

金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日
数が必要です。

（8）一部解約の取引はできません。
（9）一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。
2.ダイレクト専用定期預金口座
（1）会員は、本サービス専用の定期預金口座（以下「ダイレク

ト専用定期預金口座」といいます）を開設することができ
ます。

（2）ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に
開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録され
ます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。

（3）ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座としま
す。

（4）ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで
依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。

（5）ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたし
ません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの

明細照会画面にて確認するものとします。
（6）ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、

当行所定の定期預金とします。
（7）ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本

サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、Ａ
ＴＭではお取扱いいたしません。

（8）ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金につい
て、満期案内などのご連絡を停止することはできません。

（9）ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約
を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条　投資信託取引
1.投資信託取引の内容
会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の
購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変
更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次
に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座（以下「投資信託口座」とい
います。）の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取（換金は全て解約にて取扱います。）
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等
の非課税（マル優）設定

2.取引の開始
（1）会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行う

ことにより、投資信託取引を利用できるようになるものと
します。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口
座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設
するものとします。

（2）会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけ
ません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取
引をご利用いただけない場合があります。

（3）ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償
還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、イン
ターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじ
め登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立
（1）受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの

判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取
得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断り
させていただくことがあります。

（2）投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド
毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異
なる場合があります。

（3）当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付け
た場合、翌営業日に処理を行います。

（4）投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の
投資信託ファンド（コース）とし、１回あたり、１日あたりの
取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。

（5）会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最
新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等
について十分に理解をした上で、注文を行うものとしま
す。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイル
をダウンロードする方式により交付を受けるものとしま
す。

（6）取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コー
スの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益
権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引
申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。

（7）購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバン
キングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所
定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

（1）ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の
時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落
します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注
文がなかったものとして取扱います。
また、当座貸越契約はご利用いただけません。

（2）解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた
受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。

（3）天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等
は、本項（1）にかかわらず、投資信託の指定預金口座より
自動引落しを行います。

5.その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立と
なります。これによりお客さまに損害が生じた場合であって
も、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負
いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
②会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づ
き当行が所定の手続きを行ったとき
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と
認めたとき
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰す
べき事由により、当行でお客さまの所在が不明となってい
ることが判明したとき
⑤停電、故障等により取扱いができない場合
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人
確認が行えなかった場合
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不
可能と認めたとき

第8条　外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
（1）会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預

金取引の注文受付および付随する業務を行うことができ
ます。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
②外貨普通預金の入出金
③外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて
手続きを行うものとします。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
②為替予約の締結

（2）会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通
預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預
金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したう
えで、自らの判断と責任において取引を行うものとしま
す。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』およ
び『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行
ホームページに掲示するものとします。

（3）外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけま
せん。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせて
いただくことがあります。

（4）取扱い通貨は当行所定の通貨とします。１回あたり、１日あ
たりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。

（5）外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時と
し、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとな
ります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異な
る場合があります。

（6）外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付
けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を
引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、
注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の
当座貸越契約はご利用いただけません。

（7）外貨定期預金を解約（満期解約予約を含む）した場合、解
約処理日以降に計算書を郵送します。

（8）外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消

すことはできません。
2.適用相場
（1）外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う

場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所
定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用す
る金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金
額で適用される金利とします。

（2）外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金
する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の
相場とします。

（3）適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で
公表します。インターネットバンキング取引適用相場およ
び金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利
と異なる場合があります。その場合は、インターネットバ
ンキング取引適用相場および金利を適用します。

（4）インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京
外国為替市場における相場が大きく変動し場合などは、
インターネットバンキング取引適用相場を見直すことが
あります。この場合、取扱いを中止または一時停止するこ
とがあります。

（5）外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座
からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差
損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録
（1）外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を

開設することができます。開設できる口座は当行所定の
外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。

（2）外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」
の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」とし
て登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通と
します。

（3）外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は
取引内容を当行所定の方法により確認するものとしま
す。

（4）外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいて
から、当行所定の日数が必要です。

（5）既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録され
ている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の
外貨預金口座を開設することはできません。

（6）店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場
合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録す
るものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サー
ビス利用口座」として登録できません。

（7）同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」とし
て２つ以上登録することはできません。

第9条　住所変更取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行
への届出住所を変更することができます。
ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合
致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
2.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
3.住所変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続
き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行
えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。
第10条　公共料金自動支払申込取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口
座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申
込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限
ります。
2.申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承

認するものとします。
3.申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に
代わり行います。
4.自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意
の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問
合せください。
5.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
第11条　住宅ローン一部繰上返済取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの
住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随
する業務を行うことができます。
①住宅ローン一部繰上返済の申込み
②一部繰上返済シミュレーション
③一部繰上返済予約内容の確認・取消
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手
続きを行うものとします。
①住宅ローン全額繰上返済
②毎月返済および増額返済の割賦金の変更
③増額返済部分のみの繰上返済
2.一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローン
とします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであって
も、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅
ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。
3.この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差
し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随
する契約書等（以下「原契約等」といいます。）に従うものとし
ます。
4.一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のう
ち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものと
します。
5.一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うもの
とします。
6.一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰上返済日に支払うものとします。
7.住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」
という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合が
あります。
8.住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済に
よって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰
上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものと
し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で
生じるものとします。
9.一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上
返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座
に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできな
い場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。

10.一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日
ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。

11.一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証
会社手数料を支払うものとします（保証会社手数料は、返戻
保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料
に満たない場合は、保証料の返戻はございません）。なお、住
宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知す
ることなく変更する場合があります。
第12条　税金・各種料金払込み取引「Pay-easy（ペイジー）」
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機
関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができま
す。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料
を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うこ
とができます。
2.会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納

機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定
の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報（以下「収納情報」といいます。）の照会を行ってくだ
さい。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収
納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した
場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き
継がれます。
3.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員
の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金
口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確
に入力してください。
4.次の場合には払込取引を行うことができません。
（1）収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワー

クなどが停電、故障等により取扱いできない場合
（2）依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加

えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すこ
とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残
高を含む。）を超える場合

（3）１日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
（4）出金口座が解約済みの場合
（5）出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき

当行が所定の手続を行った場合
（6）差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場

合
（7）収納機関から収納情報についての所定の確認ができない

場合
（8）その他当行が必要と認めた場合
5.払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内とします
が、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用
時間内でも利用ができないことがあります。
6.払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依
頼を取消することができません。
7.当行は、各種料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行い
たしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納
手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納
機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されること
があります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入
力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあり
ます。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行ま
たは収納機関所定の手続を行ってください。
第13条　メール通知機能
1.機能の内容
メール通知機能とは、本サービスのご利用口座において
キャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所
定の事項をＥメールでお知らせするインターネットバンキング
またはモバイルバンキングのサービスです。
通知対象取引：出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エ
ラー取引
2.通知対象口座
本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに
登録の会員名義の口座とします。
3.Ｅメールアドレスの登録
会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼
にもとづき、通知先のＥメールアドレスの指定・変更・解除の登
録を自ら行うものとします。
4.Ｅメールアドレスの管理
（1）会員は前項3.にもとづいて登録されたＥメールアドレスに

つき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使
用できないＥメールアドレスで、会員が正当な使用権限を
有するＥメールアドレスを登録するものとします。

（2）Ｅメールアドレスの変更については会員が管理を行うもの
とし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操

作により変更の登録を行うものとします。
5.機能の解約
本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手
続きにより終了するものとします。
6.利用上の制限事項等
（1）Ｅメールでの通知は原則として当日中に行うものとします

が、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービ
スの翌営業日となる場合があります。

（2）取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の
止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Ｅメール
にて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場
合があります。

（3）本機能で利用する会員のＥメールアドレスでのＥメールの
受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとしま
す。

（4）会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスで
の照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確
認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不
正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届
出るものとします。

（5）通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行う
ものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。

（6）本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情
報をＥメールその他でお問い合わせすることはありませ
ん。

第14条　携帯ロック機能
1.機能の内容
携帯ロック機能とは、本サービスにおいて会員が操作する携
帯電話端末による依頼にもとづき、資金移動サービスの利用
停止（以下携帯ロックといいます）と利用停止の一時解除（以
下携帯ロック解除といいます）を行い、資金移動の機会を制限
することで本サービスの安全性を高める機能です。
2.ロック対象口座の指定
会員は本サービスにおいて、会員が操作する携帯電話端末に
よる依頼にもとづき、携帯ロック対象口座の指定登録を自ら
行うものとします。尚、本機能の対象口座は以下のとおりとし
ます。
指定対象口座：普通預金・貯蓄預金・カードローン
3.ロック対象取引
ロックの対象となる取引は本サービスにおける振込・振替・定
期預入取引とし、その他の取引（投資信託取引サービスや照
会など）は対象となりません。
4.携帯ロック後の資金移動取引
前項の資金移動取引を行う場合、会員は携帯ロック解除を行
うものとします。また資金移動取引終了後には、お取引の安全
性向上の為、速やかに再度ロック操作を行うものとします。な
お、会員による携帯ロック設定がなされない場合、当行は当行
所定の時間の経過により携帯ロックを再設定いたします。
5.機能の解除
本機能の解除については、ご利用口座ごとに、お取引店で書
面により当行所定の手続きを行うものとします。
第15条　サービス内容の追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追
加・変更・中止することがあります。
なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込
みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部
のサービスについてはこの限りではありません。
第16条　取引内容の確認等
1.取引内容の確認
（1）本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金

取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速
やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万
一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を

当行に申し出てください。
（2）会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合

は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものと
して取扱います。

2.通知・照会方法
（1）Ｅメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交
付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都
度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所
定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をＥメー
ルにて事前に届出のあるＥメールアドレス宛通知いたしま
すので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内
容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出て
ください。

（2）投資信託取引の通知
会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定
められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付
しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先
本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、
当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話
番号、Ｅメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Ｅメールアドレスや連絡先の登録の届出不備
または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場
合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
第17条　届出事項の変更等
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、
電話番号、Ｅメールアドレス、その他届出事項に変更があった場
合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の
届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処
理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行か
らの送信、通知または送付する書類やＥメール等が延着し、また
は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
第18条　サービス利用口座の変更・解約
「代表口座」の場合
（1）変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解  

約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行っ
てください｡

（2）「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び
外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト
専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

「代表口座」以外のサービス利用口座の場合
（1）当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
（2）「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合  

は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の
削除処理を行います。

第19条　免責事項等
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等が
あっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負い
ません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または
裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回
線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
（当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないもの
とします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故
意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領した
サービス料の金額を上限とします。）

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路におい
て盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩
した場合
4.本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員
と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽
造・変造・盗用または不正使用等があった場合
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも
かかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正
使用等があった場合
6.会員が各種届出事項の変更を怠った場合
第20条　不正な振込等による被害の補てん請求
1.補てん請求
本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人
に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害
については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行
に対して当該不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含
みます）の額に相当する金額の補てんを請求することができ
ます。
（1）盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行わ

れていること
（2）当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われている

こと
（3）警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行

われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故
意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日（ただし、当行に通知することができないやむをえない事情
があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続
している期間を加えた日数とします）前の日以降になされた
不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額
に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます）を補てん
するものとします。
ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が
善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各
種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失が
ある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案
のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ
ります。
3.補てん対象期限
前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通
知が、盗難等が行われた日（当該盗難等が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用い
て行われた不正な振込等が最初に行われた日）から、2年を経
過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場
合には、当行は補てんの責任を負いません。
（1）当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意

かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア．当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失
に起因する場合

イ．会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人によって行われた場合

ウ．会員が、被害状況についての当行に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条　契約期間
本契約の契約期間は、契約日から１年間とし、特に会員または当
行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間
満了の日から１年間更新されるものとします。更新後も同様とし

ます。
第22条　解約
1.本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）は、当事
者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、
会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面によ
り届出るものとします｡なお、解約の届出は当行の解約手続き
が終了した後に有効となります。
2.前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが
残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約で
きません。
3.本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設
した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約
も合わせて行うものとします。
4.当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信し
た場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも､通
常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行
は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
（1）「代表口座」が解約されたとき
（2）相続の開始があったとき
（3）住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行におい

て会員の所在が不明となったとき
（4）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申

立があったとき
（5）会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相

当の事由が発生したとき
（6）会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して

誤入力したことに伴う本サービスの停止が６ヶ月以上放
置されたとき

6.１年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱い
を停止させていただく場合があります。この場合、当行より
「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、また
は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなします。
第23条　規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規
定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預
金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
第24条　規定の変更
１.当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
（1）会員の一般の利益に適合する場合
（2）前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況

の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合
理的である場合

２.本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日を
インターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から
変更後の本規定の効力が発生するものとします。

３.第１項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の
間には、１ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

４.当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は
責任を負いません。
第25条　譲渡質入れ等の禁止
本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、
ならびに第三者への貸与等はできません。
第26条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関し
て訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所
とします。
附則
第1条
旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い
平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス

契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連
規定を承認したものとします。
第2条
旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い
平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、シス
テム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認した
ものとします。

預金口座振替規定
1.私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付された
ときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座か
ら引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかか
わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すこと
のできる金額（当座貸越を利用できる範囲の金額を含みま
す。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却さ
れてもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日
をもって処理されてもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ま
す。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から
請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしな
い限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつ
かえありません。
4.この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責
によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

（2019年10月1日現在）



第1条　ダイレクトバンキング
1.取引の範囲
ダイレクトバンキング（以下「本サービス」といいます）とは、当
行所定の通信機器（以下「端末」といいます）等による会員ご
本人（以下「会員」といいます）からの依頼にもとづき、以下の
取引を行うサービスをいいます（以下、パーソナルコンピュー
ターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバン
キング」、携帯電話端末による取引を「モバイルバンキング」と
いいます）。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。ま
た、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキングで提供する取
引は、各々当行が定めるものとします。
（本サービスで提供する取引）
（1）照会取引
（2）振込・振替取引 
（3）定期預金取引
（4）投資信託取引
（5）外貨預金取引
（6）住所変更取引
（7）公共料金自動支払申込取引
（8）住宅ローン一部繰上返済取引
（9）税金・各種料金払込み取引
（10）メール通知機能 
（11）携帯ロック機能
（12）その他当行所定の取引
2.利用対象者
会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本
サービスをご利用いただけます。
（1）日本国内に在住している個人の方
（2）当行本支店に普通預金口座（総合口座を含む）をお持ち

の方 
3.利用環境
本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会
員が自己の負担において準備するものとします。本サービス
は国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発
生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外から
の問合せ等に対するサポートは行いません。
4.利用時間
（1）本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時

間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更
する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事
等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知
することなく、利用を一時停止または中止することがあり
ます。

（2）本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項  
の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含
みません。

5.取引限度額
本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内
とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行
うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事
前に通知することなく取引限度額を変更する場合がありま
す。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を
負いません。なお、１日あたりの取引金額とは、利用時間内に
取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「１
日」の起点は毎日午前０時とします。
6.利用手数料
（1）本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手

数料等は別途必要となります。

（2）当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料
を、事前に通知することなく改定または新設する場合があ
ります。当該手数料は、当行所定の方法により引落しま
す。

第2条　利用の申込みおよび取引時の本人確認方法 
1.会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法に
より本サービスの利用に必要なパスワード（以下「各種パス
ワード」といいます。）その他必要事項を届出るものとします｡
2.当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店
の会員名義の口座および会員の家族名義の口座（以下「サー
ビス利用口座」といいます）につき、当行所定の方法により、会
員の有効な意思による申込であることと、家族の了解を得た
申込みであることが確認できたものとして取扱います。
本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生につい
て、当行は責任を負いません。
3.会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座
の１つを「代表口座」として、届出るものとします。
当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への
届出内容と照合します。
4.サービス利用口座の取引店は、「代表口座」の取引店を含む3
か店の範囲内とします。
5.当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時
点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお
知らせ」を発送します。
6.当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、
前項5の「会員番号のお知らせ」が不着となった場合、申込み
がなかったものとして取扱います。
7.本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている
「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行
が定める方法により、本人確認（以下「本人確認」といいます）
を行います｡
当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとし
て取扱います。
（1）会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示

であること。
（2）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
8.利用に際して必要な「会員番号」、「各種パスワード」、その他本
人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるもの
とし、当行が必要とする場合、変更することができるものとし
ます｡
9.「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場
合は、当行指定の文字数を指定してください。
また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話
番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られ
ないよう厳重に管理してください。

10.「会員番号」、「各種パスワード」等が第三者に知られた場合、ま
たは機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺
失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに
当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出
てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を
停止します。
ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼（未処
理のものを含みます）は、この停止後も、なお有効なものとし
て取扱います｡

11.前項10の届出前に生じた損害については、当行は責任を負い
ません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続
きをとってください。

12.当行が本規定（当行所定事項に定める事項を含みます）にした
がって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「会員番
号」、「各種パスワード」等について不正利用、その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。
ただし、「会員番号」、「各種パスワード」の管理について、会員
の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場

合の当行の責任については、この限りではありません。
「各種パスワード」等が記載されている申込書控えや当行が
送付する「会員番号のお知らせ」等は会員本人が厳重に管理
し、第三者に教えたり、紛失､盗難に遭わないよう十分に注意
してください。
なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」等を連絡したり、
取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」等をお聞きす
ることはありません。

13.会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更
を行う場合には、当行所定の方法によります。

14.本サービスの利用について当行に登録されている「各種パス
ワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続し
て行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止
します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依
頼（未処理のものを含みます。）は、この停止後も、なお有効な
ものとして取扱います。
第3条　取引の依頼・依頼内容の確定方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方
法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で
当行に伝達して行うものとします｡当行は、サービス利用口座
にて依頼された取引を実施します｡
2.依頼内容の確定方法
当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会
員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合に
は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してくだ
さい。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内
容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続き
を行います｡受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴
照会」機能等で確認してください。
3.サービス利用口座の取引可能範囲
（1）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、

カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご
利用いただけます。

（2）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手
数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファン
ド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金
の引落し口座（以下「出金口座」といいます。）としてご利
用いただけます。出金口座からの資金等引落しは、各種預
金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求
書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行
所定の方法により取扱います。ただし、カードローン口座
を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取
引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、
カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投
資信託の購入は行えません。

（3）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家
族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場
合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引
の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金
の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみ
とします。

（4）「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定
期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用い
ただけます｡

4.依頼内容の変更・取消し
確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の
方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは
当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができ
ないことがあります。
5.取引内容の記録
当行は、インターネット・モバイルバンキングによる指示内容

についてすべて記録し、相当期間保存します。
第4条　照会取引
1.会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引（残高照
会、入出金明細照会、定期明細照会等）を行うことができま
す。
2.照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提
供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知す
ることなく変更することがあります。
3.照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明
細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類
の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更すること
があります。この内容変更により生じた損害については、当行
は責任を負いません。
第5条　振込・振替取引
1.取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引

を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらか
じめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または
事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支
店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができ
ます。

（2）振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行
いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定
（1）会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取

引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってくだ
さい。特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預
金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に
伝達してください。

（2）会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してくだ
さい。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料
を出金口座より引落します。

3.振替取引処理
振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行う
ものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所
定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌
営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に
振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。
4.振込通知の発信
振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則
依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信しま
す。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引
の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の
発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限
を会員に通知することなく変更することがあります。
5.依頼取引の取消し
（1）取引受付完了後の変更または取消しはできません。
（2）前項（1）にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生

した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。こ
の取消しにより生じた損害については、当行は責任を負い
ません。
①振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引
にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高
（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以
下同様とします。）を超えるとき。
②出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
③会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに
基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適
当と認めたとき。
⑤災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得な
い事由があったとき。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当
の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
可能となったとき。

6.適用金利
振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定め
る金利とします。
7.振込取引の組戻し等
（1）会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先

金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行
は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手
続きを行います。
また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し
依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金しま
す。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所
定の組戻し手数料は不要とします。
また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責
任を負いません。 

（2）会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該
振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続
により依頼してください。 

（3）当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を
振込先の金融機関に発信します。 

（4）組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組
戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融
機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に
入金します。また、振込手数料は返却いたしません。

（5）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がす
でに振込通知を受信している時は、組戻しができないこと
があります。この場合には、受取人との間で協議してくだ
さい。

第6条　定期預金取引
1.定期預金取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引

および付随する業務を行うことができます。
①定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
②ダイレクト専用定期預金口座の開設
なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子
所得等の非課税（マル優）設定はできません。

（2）取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
（3）取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口

座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
（4）預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で

定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知す
ることなく変更することがあります。

（5）適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
（6）預り証は発行いたしません。
（7）解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入

金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日
数が必要です。

（8）一部解約の取引はできません。
（9）一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。
2.ダイレクト専用定期預金口座
（1）会員は、本サービス専用の定期預金口座（以下「ダイレク

ト専用定期預金口座」といいます）を開設することができ
ます。

（2）ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に
開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録され
ます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。

（3）ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座としま
す。

（4）ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで
依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。

（5）ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたし
ません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの

明細照会画面にて確認するものとします。
（6）ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、

当行所定の定期預金とします。
（7）ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本

サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、Ａ
ＴＭではお取扱いいたしません。

（8）ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金につい
て、満期案内などのご連絡を停止することはできません。

（9）ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約
を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条　投資信託取引
1.投資信託取引の内容
会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の
購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変
更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次
に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座（以下「投資信託口座」とい
います。）の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取（換金は全て解約にて取扱います。）
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等
の非課税（マル優）設定

2.取引の開始
（1）会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行う

ことにより、投資信託取引を利用できるようになるものと
します。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口
座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設
するものとします。

（2）会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけ
ません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取
引をご利用いただけない場合があります。

（3）ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償
還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、イン
ターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじ
め登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立
（1）受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの

判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取
得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断り
させていただくことがあります。

（2）投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド
毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異
なる場合があります。

（3）当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付け
た場合、翌営業日に処理を行います。

（4）投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の
投資信託ファンド（コース）とし、１回あたり、１日あたりの
取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。

（5）会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最
新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等
について十分に理解をした上で、注文を行うものとしま
す。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイル
をダウンロードする方式により交付を受けるものとしま
す。

（6）取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コー
スの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益
権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引
申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。

（7）購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバン
キングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所
定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

（1）ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の
時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落
します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注
文がなかったものとして取扱います。
また、当座貸越契約はご利用いただけません。

（2）解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた
受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。

（3）天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等
は、本項（1）にかかわらず、投資信託の指定預金口座より
自動引落しを行います。

5.その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立と
なります。これによりお客さまに損害が生じた場合であって
も、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負
いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
②会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づ
き当行が所定の手続きを行ったとき
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と
認めたとき
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰す
べき事由により、当行でお客さまの所在が不明となってい
ることが判明したとき
⑤停電、故障等により取扱いができない場合
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人
確認が行えなかった場合
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不
可能と認めたとき

第8条　外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
（1）会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預

金取引の注文受付および付随する業務を行うことができ
ます。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
②外貨普通預金の入出金
③外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて
手続きを行うものとします。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
②為替予約の締結

（2）会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通
預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預
金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したう
えで、自らの判断と責任において取引を行うものとしま
す。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』およ
び『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行
ホームページに掲示するものとします。

（3）外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけま
せん。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせて
いただくことがあります。

（4）取扱い通貨は当行所定の通貨とします。１回あたり、１日あ
たりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。

（5）外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時と
し、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとな
ります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異な
る場合があります。

（6）外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付
けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を
引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、
注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の
当座貸越契約はご利用いただけません。

（7）外貨定期預金を解約（満期解約予約を含む）した場合、解
約処理日以降に計算書を郵送します。

（8）外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消

すことはできません。
2.適用相場
（1）外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う

場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所
定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用す
る金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金
額で適用される金利とします。

（2）外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金
する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の
相場とします。

（3）適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で
公表します。インターネットバンキング取引適用相場およ
び金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利
と異なる場合があります。その場合は、インターネットバ
ンキング取引適用相場および金利を適用します。

（4）インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京
外国為替市場における相場が大きく変動し場合などは、
インターネットバンキング取引適用相場を見直すことが
あります。この場合、取扱いを中止または一時停止するこ
とがあります。

（5）外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座
からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差
損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録
（1）外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を

開設することができます。開設できる口座は当行所定の
外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。

（2）外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」
の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」とし
て登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通と
します。

（3）外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は
取引内容を当行所定の方法により確認するものとしま
す。

（4）外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいて
から、当行所定の日数が必要です。

（5）既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録され
ている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の
外貨預金口座を開設することはできません。

（6）店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場
合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録す
るものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サー
ビス利用口座」として登録できません。

（7）同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」とし
て２つ以上登録することはできません。

第9条　住所変更取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行
への届出住所を変更することができます。
ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合
致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
2.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
3.住所変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続
き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行
えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。
第10条　公共料金自動支払申込取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口
座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申
込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限
ります。
2.申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承

認するものとします。
3.申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に
代わり行います。
4.自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意
の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問
合せください。
5.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
第11条　住宅ローン一部繰上返済取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの
住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随
する業務を行うことができます。
①住宅ローン一部繰上返済の申込み
②一部繰上返済シミュレーション
③一部繰上返済予約内容の確認・取消
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手
続きを行うものとします。
①住宅ローン全額繰上返済
②毎月返済および増額返済の割賦金の変更
③増額返済部分のみの繰上返済
2.一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローン
とします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであって
も、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅
ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。
3.この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差
し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随
する契約書等（以下「原契約等」といいます。）に従うものとし
ます。
4.一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のう
ち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものと
します。
5.一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うもの
とします。
6.一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰上返済日に支払うものとします。
7.住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」
という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合が
あります。
8.住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済に
よって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰
上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものと
し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で
生じるものとします。
9.一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上
返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座
に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできな
い場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。

10.一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日
ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。

11.一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証
会社手数料を支払うものとします（保証会社手数料は、返戻
保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料
に満たない場合は、保証料の返戻はございません）。なお、住
宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知す
ることなく変更する場合があります。
第12条　税金・各種料金払込み取引「Pay-easy（ペイジー）」
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機
関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができま
す。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料
を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うこ
とができます。
2.会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納

機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定
の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報（以下「収納情報」といいます。）の照会を行ってくだ
さい。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収
納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した
場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き
継がれます。
3.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員
の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金
口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確
に入力してください。
4.次の場合には払込取引を行うことができません。
（1）収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワー

クなどが停電、故障等により取扱いできない場合
（2）依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加

えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すこ
とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残
高を含む。）を超える場合

（3）１日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
（4）出金口座が解約済みの場合
（5）出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき

当行が所定の手続を行った場合
（6）差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場

合
（7）収納機関から収納情報についての所定の確認ができない

場合
（8）その他当行が必要と認めた場合
5.払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内とします
が、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用
時間内でも利用ができないことがあります。
6.払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依
頼を取消することができません。
7.当行は、各種料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行い
たしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納
手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納
機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されること
があります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入
力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあり
ます。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行ま
たは収納機関所定の手続を行ってください。
第13条　メール通知機能
1.機能の内容
メール通知機能とは、本サービスのご利用口座において
キャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所
定の事項をＥメールでお知らせするインターネットバンキング
またはモバイルバンキングのサービスです。
通知対象取引：出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エ
ラー取引
2.通知対象口座
本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに
登録の会員名義の口座とします。
3.Ｅメールアドレスの登録
会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼
にもとづき、通知先のＥメールアドレスの指定・変更・解除の登
録を自ら行うものとします。
4.Ｅメールアドレスの管理
（1）会員は前項3.にもとづいて登録されたＥメールアドレスに

つき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使
用できないＥメールアドレスで、会員が正当な使用権限を
有するＥメールアドレスを登録するものとします。

（2）Ｅメールアドレスの変更については会員が管理を行うもの
とし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操

作により変更の登録を行うものとします。
5.機能の解約
本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手
続きにより終了するものとします。
6.利用上の制限事項等
（1）Ｅメールでの通知は原則として当日中に行うものとします

が、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービ
スの翌営業日となる場合があります。

（2）取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の
止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Ｅメール
にて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場
合があります。

（3）本機能で利用する会員のＥメールアドレスでのＥメールの
受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとしま
す。

（4）会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスで
の照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確
認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不
正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届
出るものとします。

（5）通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行う
ものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。

（6）本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情
報をＥメールその他でお問い合わせすることはありませ
ん。

第14条　携帯ロック機能
1.機能の内容
携帯ロック機能とは、本サービスにおいて会員が操作する携
帯電話端末による依頼にもとづき、資金移動サービスの利用
停止（以下携帯ロックといいます）と利用停止の一時解除（以
下携帯ロック解除といいます）を行い、資金移動の機会を制限
することで本サービスの安全性を高める機能です。
2.ロック対象口座の指定
会員は本サービスにおいて、会員が操作する携帯電話端末に
よる依頼にもとづき、携帯ロック対象口座の指定登録を自ら
行うものとします。尚、本機能の対象口座は以下のとおりとし
ます。
指定対象口座：普通預金・貯蓄預金・カードローン
3.ロック対象取引
ロックの対象となる取引は本サービスにおける振込・振替・定
期預入取引とし、その他の取引（投資信託取引サービスや照
会など）は対象となりません。
4.携帯ロック後の資金移動取引
前項の資金移動取引を行う場合、会員は携帯ロック解除を行
うものとします。また資金移動取引終了後には、お取引の安全
性向上の為、速やかに再度ロック操作を行うものとします。な
お、会員による携帯ロック設定がなされない場合、当行は当行
所定の時間の経過により携帯ロックを再設定いたします。
5.機能の解除
本機能の解除については、ご利用口座ごとに、お取引店で書
面により当行所定の手続きを行うものとします。
第15条　サービス内容の追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追
加・変更・中止することがあります。
なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込
みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部
のサービスについてはこの限りではありません。
第16条　取引内容の確認等
1.取引内容の確認
（1）本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金

取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速
やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万
一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を

当行に申し出てください。
（2）会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合

は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものと
して取扱います。

2.通知・照会方法
（1）Ｅメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交
付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都
度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所
定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をＥメー
ルにて事前に届出のあるＥメールアドレス宛通知いたしま
すので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内
容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出て
ください。

（2）投資信託取引の通知
会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定
められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付
しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先
本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、
当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話
番号、Ｅメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Ｅメールアドレスや連絡先の登録の届出不備
または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場
合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
第17条　届出事項の変更等
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、
電話番号、Ｅメールアドレス、その他届出事項に変更があった場
合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の
届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処
理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行か
らの送信、通知または送付する書類やＥメール等が延着し、また
は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
第18条　サービス利用口座の変更・解約
「代表口座」の場合
（1）変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解  

約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行っ
てください｡

（2）「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び
外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト
専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

「代表口座」以外のサービス利用口座の場合
（1）当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
（2）「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合  

は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の
削除処理を行います。

第19条　免責事項等
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等が
あっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負い
ません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または
裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回
線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
（当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないもの
とします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故
意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領した
サービス料の金額を上限とします。）

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路におい
て盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩
した場合
4.本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員
と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽
造・変造・盗用または不正使用等があった場合
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも
かかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正
使用等があった場合
6.会員が各種届出事項の変更を怠った場合
第20条　不正な振込等による被害の補てん請求
1.補てん請求
本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人
に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害
については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行
に対して当該不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含
みます）の額に相当する金額の補てんを請求することができ
ます。
（1）盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行わ

れていること
（2）当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われている

こと
（3）警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行

われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故
意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日（ただし、当行に通知することができないやむをえない事情
があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続
している期間を加えた日数とします）前の日以降になされた
不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額
に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます）を補てん
するものとします。
ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が
善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各
種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失が
ある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案
のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ
ります。
3.補てん対象期限
前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通
知が、盗難等が行われた日（当該盗難等が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用い
て行われた不正な振込等が最初に行われた日）から、2年を経
過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場
合には、当行は補てんの責任を負いません。
（1）当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意

かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア．当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失
に起因する場合

イ．会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人によって行われた場合

ウ．会員が、被害状況についての当行に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条　契約期間
本契約の契約期間は、契約日から１年間とし、特に会員または当
行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間
満了の日から１年間更新されるものとします。更新後も同様とし

ます。
第22条　解約
1.本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）は、当事
者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、
会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面によ
り届出るものとします｡なお、解約の届出は当行の解約手続き
が終了した後に有効となります。
2.前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが
残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約で
きません。
3.本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設
した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約
も合わせて行うものとします。
4.当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信し
た場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも､通
常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行
は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
（1）「代表口座」が解約されたとき
（2）相続の開始があったとき
（3）住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行におい

て会員の所在が不明となったとき
（4）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申

立があったとき
（5）会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相

当の事由が発生したとき
（6）会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して

誤入力したことに伴う本サービスの停止が６ヶ月以上放
置されたとき

6.１年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱い
を停止させていただく場合があります。この場合、当行より
「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、また
は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなします。
第23条　規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規
定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預
金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
第24条　規定の変更
１.当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
（1）会員の一般の利益に適合する場合
（2）前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況

の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合
理的である場合

２.本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日を
インターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から
変更後の本規定の効力が発生するものとします。

３.第１項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の
間には、１ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

４.当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は
責任を負いません。
第25条　譲渡質入れ等の禁止
本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、
ならびに第三者への貸与等はできません。
第26条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関し
て訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所
とします。
附則
第1条
旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い
平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス

契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連
規定を承認したものとします。
第2条
旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い
平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、シス
テム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認した
ものとします。

預金口座振替規定
1.私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付された
ときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座か
ら引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかか
わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すこと
のできる金額（当座貸越を利用できる範囲の金額を含みま
す。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却さ
れてもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日
をもって処理されてもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ま
す。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から
請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしな
い限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつ
かえありません。
4.この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責
によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

（2019年10月1日現在）



第1条　ダイレクトバンキング
1.取引の範囲
ダイレクトバンキング（以下「本サービス」といいます）とは、当
行所定の通信機器（以下「端末」といいます）等による会員ご
本人（以下「会員」といいます）からの依頼にもとづき、以下の
取引を行うサービスをいいます（以下、パーソナルコンピュー
ターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバン
キング」、携帯電話端末による取引を「モバイルバンキング」と
いいます）。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。ま
た、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキング、モバイルバンキングで提供する取
引は、各々当行が定めるものとします。
（本サービスで提供する取引）
（1）照会取引
（2）振込・振替取引 
（3）定期預金取引
（4）投資信託取引
（5）外貨預金取引
（6）住所変更取引
（7）公共料金自動支払申込取引
（8）住宅ローン一部繰上返済取引
（9）税金・各種料金払込み取引
（10）メール通知機能 
（11）携帯ロック機能
（12）その他当行所定の取引
2.利用対象者
会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本
サービスをご利用いただけます。
（1）日本国内に在住している個人の方
（2）当行本支店に普通預金口座（総合口座を含む）をお持ち

の方 
3.利用環境
本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限りま
す。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会
員が自己の負担において準備するものとします。本サービス
は国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発
生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外から
の問合せ等に対するサポートは行いません。
4.利用時間
（1）本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時

間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更
する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事
等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知
することなく、利用を一時停止または中止することがあり
ます。

（2）本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項  
の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含
みません。

5.取引限度額
本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内
とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行
うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事
前に通知することなく取引限度額を変更する場合がありま
す。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を
負いません。なお、１日あたりの取引金額とは、利用時間内に
取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「１
日」の起点は毎日午前０時とします。
6.利用手数料
（1）本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手

数料等は別途必要となります。

（2）当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料
を、事前に通知することなく改定または新設する場合があ
ります。当該手数料は、当行所定の方法により引落しま
す。

第2条　利用の申込みおよび取引時の本人確認方法 
1.会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法に
より本サービスの利用に必要なパスワード（以下「各種パス
ワード」といいます。）その他必要事項を届出るものとします｡
2.当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店
の会員名義の口座および会員の家族名義の口座（以下「サー
ビス利用口座」といいます）につき、当行所定の方法により、会
員の有効な意思による申込であることと、家族の了解を得た
申込みであることが確認できたものとして取扱います。
本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生につい
て、当行は責任を負いません。
3.会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座
の１つを「代表口座」として、届出るものとします。
当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への
届出内容と照合します。
4.サービス利用口座の取引店は、「代表口座」の取引店を含む3
か店の範囲内とします。
5.当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時
点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお
知らせ」を発送します。
6.当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、
前項5の「会員番号のお知らせ」が不着となった場合、申込み
がなかったものとして取扱います。
7.本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている
「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行
が定める方法により、本人確認（以下「本人確認」といいます）
を行います｡
当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとし
て取扱います。
（1）会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示

であること。
（2）当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
8.利用に際して必要な「会員番号」、「各種パスワード」、その他本
人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるもの
とし、当行が必要とする場合、変更することができるものとし
ます｡
9.「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場
合は、当行指定の文字数を指定してください。
また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話
番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られ
ないよう厳重に管理してください。

10.「会員番号」、「各種パスワード」等が第三者に知られた場合、ま
たは機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺
失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに
当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出
てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を
停止します。
ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼（未処
理のものを含みます）は、この停止後も、なお有効なものとし
て取扱います｡

11.前項10の届出前に生じた損害については、当行は責任を負い
ません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続
きをとってください。

12.当行が本規定（当行所定事項に定める事項を含みます）にした
がって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「会員番
号」、「各種パスワード」等について不正利用、その他の事故が
あっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。
ただし、「会員番号」、「各種パスワード」の管理について、会員
の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場

合の当行の責任については、この限りではありません。
「各種パスワード」等が記載されている申込書控えや当行が
送付する「会員番号のお知らせ」等は会員本人が厳重に管理
し、第三者に教えたり、紛失､盗難に遭わないよう十分に注意
してください。
なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」等を連絡したり、
取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」等をお聞きす
ることはありません。

13.会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更
を行う場合には、当行所定の方法によります。

14.本サービスの利用について当行に登録されている「各種パス
ワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続し
て行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止
します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依
頼（未処理のものを含みます。）は、この停止後も、なお有効な
ものとして取扱います。
第3条　取引の依頼・依頼内容の確定方法
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方
法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で
当行に伝達して行うものとします｡当行は、サービス利用口座
にて依頼された取引を実施します｡
2.依頼内容の確定方法
当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会
員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合に
は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してくだ
さい。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内
容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続き
を行います｡受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴
照会」機能等で確認してください。
3.サービス利用口座の取引可能範囲
（1）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、

カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご
利用いただけます。

（2）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手
数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファン
ド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金
の引落し口座（以下「出金口座」といいます。）としてご利
用いただけます。出金口座からの資金等引落しは、各種預
金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求
書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行
所定の方法により取扱います。ただし、カードローン口座
を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取
引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、
カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投
資信託の購入は行えません。

（3）「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、
カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家
族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場
合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引
の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金
の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみ
とします。

（4）「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定
期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用い
ただけます｡

4.依頼内容の変更・取消し
確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の
方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは
当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができ
ないことがあります。
5.取引内容の記録
当行は、インターネット・モバイルバンキングによる指示内容

についてすべて記録し、相当期間保存します。
第4条　照会取引
1.会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引（残高照
会、入出金明細照会、定期明細照会等）を行うことができま
す。
2.照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提
供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知す
ることなく変更することがあります。
3.照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明
細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類
の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更すること
があります。この内容変更により生じた損害については、当行
は責任を負いません。
第5条　振込・振替取引
1.取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引

を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらか
じめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または
事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支
店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができ
ます。

（2）振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行
いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定
（1）会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取

引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってくだ
さい。特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預
金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に
伝達してください。

（2）会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してくだ
さい。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料
を出金口座より引落します。

3.振替取引処理
振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行う
ものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所
定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌
営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に
振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。
4.振込通知の発信
振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則
依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信しま
す。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引
の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の
発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限
を会員に通知することなく変更することがあります。
5.依頼取引の取消し
（1）取引受付完了後の変更または取消しはできません。
（2）前項（1）にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生

した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。こ
の取消しにより生じた損害については、当行は責任を負い
ません。
①振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引
にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高
（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以
下同様とします。）を超えるとき。
②出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
③会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに
基づき当行が所定の手続きをとったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適
当と認めたとき。
⑤災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得な
い事由があったとき。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当
の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線

またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑦当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
可能となったとき。

6.適用金利
振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定め
る金利とします。
7.振込取引の組戻し等
（1）会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先

金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行
は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手
続きを行います。
また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し
依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金しま
す。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所
定の組戻し手数料は不要とします。
また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責
任を負いません。 

（2）会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該
振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続
により依頼してください。 

（3）当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を
振込先の金融機関に発信します。 

（4）組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組
戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融
機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に
入金します。また、振込手数料は返却いたしません。

（5）組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がす
でに振込通知を受信している時は、組戻しができないこと
があります。この場合には、受取人との間で協議してくだ
さい。

第6条　定期預金取引
1.定期預金取引の内容
（1）会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引

および付随する業務を行うことができます。
①定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
②ダイレクト専用定期預金口座の開設
なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子
所得等の非課税（マル優）設定はできません。

（2）取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
（3）取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口

座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
（4）預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で

定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知す
ることなく変更することがあります。

（5）適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
（6）預り証は発行いたしません。
（7）解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入

金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日
数が必要です。

（8）一部解約の取引はできません。
（9）一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。
2.ダイレクト専用定期預金口座
（1）会員は、本サービス専用の定期預金口座（以下「ダイレク

ト専用定期預金口座」といいます）を開設することができ
ます。

（2）ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に
開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録され
ます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。

（3）ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座としま
す。

（4）ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで
依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。

（5）ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたし
ません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの

明細照会画面にて確認するものとします。
（6）ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、

当行所定の定期預金とします。
（7）ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本

サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、Ａ
ＴＭではお取扱いいたしません。

（8）ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金につい
て、満期案内などのご連絡を停止することはできません。

（9）ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約
を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条　投資信託取引
1.投資信託取引の内容
会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の
購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変
更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次
に定める取扱いはできません。
①投資信託受益権振替決済口座（以下「投資信託口座」とい
います。）の開設
②特定口座の開設
③投資信託受益権の買取（換金は全て解約にて取扱います。）
④特別解約
⑤受益権の受入、返還
⑥所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等
の非課税（マル優）設定

2.取引の開始
（1）会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行う

ことにより、投資信託取引を利用できるようになるものと
します。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口
座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設
するものとします。

（2）会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけ
ません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取
引をご利用いただけない場合があります。

（3）ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償
還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、イン
ターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじ
め登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立
（1）受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの

判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取
得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断り
させていただくことがあります。

（2）投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド
毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異
なる場合があります。

（3）当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付け
た場合、翌営業日に処理を行います。

（4）投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の
投資信託ファンド（コース）とし、１回あたり、１日あたりの
取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。

（5）会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最
新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等
について十分に理解をした上で、注文を行うものとしま
す。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイル
をダウンロードする方式により交付を受けるものとしま
す。

（6）取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コー
スの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益
権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引
申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。

（7）購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバン
キングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所
定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

（1）ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の
時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落
します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注
文がなかったものとして取扱います。
また、当座貸越契約はご利用いただけません。

（2）解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた
受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。

（3）天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等
は、本項（1）にかかわらず、投資信託の指定預金口座より
自動引落しを行います。

5.その他
次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、取引は不成立と
なります。これによりお客さまに損害が生じた場合であって
も、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負
いません。
①出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
②会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づ
き当行が所定の手続きを行ったとき
③差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と
認めたとき
④住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰す
べき事由により、当行でお客さまの所在が不明となってい
ることが判明したとき
⑤停電、故障等により取扱いができない場合
⑥「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人
確認が行えなかった場合
⑦やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不
可能と認めたとき

第8条　外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
（1）会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預

金取引の注文受付および付随する業務を行うことができ
ます。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
②外貨普通預金の入出金
③外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて
手続きを行うものとします。
①外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
②為替予約の締結

（2）会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通
預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預
金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したう
えで、自らの判断と責任において取引を行うものとしま
す。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』およ
び『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行
ホームページに掲示するものとします。

（3）外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけま
せん。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせて
いただくことがあります。

（4）取扱い通貨は当行所定の通貨とします。１回あたり、１日あ
たりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。

（5）外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時と
し、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとな
ります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異な
る場合があります。

（6）外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付
けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を
引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、
注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の
当座貸越契約はご利用いただけません。

（7）外貨定期預金を解約（満期解約予約を含む）した場合、解
約処理日以降に計算書を郵送します。

（8）外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消

すことはできません。
2.適用相場
（1）外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う

場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所
定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用す
る金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金
額で適用される金利とします。

（2）外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金
する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の
相場とします。

（3）適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で
公表します。インターネットバンキング取引適用相場およ
び金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利
と異なる場合があります。その場合は、インターネットバ
ンキング取引適用相場および金利を適用します。

（4）インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京
外国為替市場における相場が大きく変動し場合などは、
インターネットバンキング取引適用相場を見直すことが
あります。この場合、取扱いを中止または一時停止するこ
とがあります。

（5）外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座
からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差
損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録
（1）外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を

開設することができます。開設できる口座は当行所定の
外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。

（2）外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」
の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」とし
て登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通と
します。

（3）外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は
取引内容を当行所定の方法により確認するものとしま
す。

（4）外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいて
から、当行所定の日数が必要です。

（5）既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録され
ている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の
外貨預金口座を開設することはできません。

（6）店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場
合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録す
るものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サー
ビス利用口座」として登録できません。

（7）同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」とし
て２つ以上登録することはできません。

第9条　住所変更取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行
への届出住所を変更することができます。
ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合
致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
2.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
3.住所変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続
き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行
えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いま
せん。
第10条　公共料金自動支払申込取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口
座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申
込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限
ります。
2.申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承

認するものとします。
3.申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に
代わり行います。
4.自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意
の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問
合せください。
5.当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法に
より、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱いま
す。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は
責任を負いません。
第11条　住宅ローン一部繰上返済取引
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの
住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随
する業務を行うことができます。
①住宅ローン一部繰上返済の申込み
②一部繰上返済シミュレーション
③一部繰上返済予約内容の確認・取消
なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手
続きを行うものとします。
①住宅ローン全額繰上返済
②毎月返済および増額返済の割賦金の変更
③増額返済部分のみの繰上返済
2.一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローン
とします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであって
も、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅
ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。
3.この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差
し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随
する契約書等（以下「原契約等」といいます。）に従うものとし
ます。
4.一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のう
ち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものと
します。
5.一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うもの
とします。
6.一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合に
は、繰上返済日に支払うものとします。
7.住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」
という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合が
あります。
8.住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済に
よって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰
上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものと
し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で
生じるものとします。
9.一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上
返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座
に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできな
い場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。

10.一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日
ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。

11.一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証
会社手数料を支払うものとします（保証会社手数料は、返戻
保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料
に満たない場合は、保証料の返戻はございません）。なお、住
宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知す
ることなく変更する場合があります。
第12条　税金・各種料金払込み取引「Pay-easy（ペイジー）」
1.会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機
関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができま
す。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料
を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うこ
とができます。
2.会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納

機関番号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当行所定
の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報（以下「収納情報」といいます。）の照会を行ってくだ
さい。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収
納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した
場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き
継がれます。
3.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員
の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金
口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確
に入力してください。
4.次の場合には払込取引を行うことができません。
（1）収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワー

クなどが停電、故障等により取扱いできない場合
（2）依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加

えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すこ
とのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残
高を含む。）を超える場合

（3）１日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
（4）出金口座が解約済みの場合
（5）出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき

当行が所定の手続を行った場合
（6）差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場

合
（7）収納機関から収納情報についての所定の確認ができない

場合
（8）その他当行が必要と認めた場合
5.払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内とします
が、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用
時間内でも利用ができないことがあります。
6.払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依
頼を取消することができません。
7.当行は、各種料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行い
たしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納
手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納
機関に直接お問い合わせください。
8.収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されること
があります。
9.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入
力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあり
ます。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行ま
たは収納機関所定の手続を行ってください。
第13条　メール通知機能
1.機能の内容
メール通知機能とは、本サービスのご利用口座において
キャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所
定の事項をＥメールでお知らせするインターネットバンキング
またはモバイルバンキングのサービスです。
通知対象取引：出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エ
ラー取引
2.通知対象口座
本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに
登録の会員名義の口座とします。
3.Ｅメールアドレスの登録
会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼
にもとづき、通知先のＥメールアドレスの指定・変更・解除の登
録を自ら行うものとします。
4.Ｅメールアドレスの管理
（1）会員は前項3.にもとづいて登録されたＥメールアドレスに

つき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使
用できないＥメールアドレスで、会員が正当な使用権限を
有するＥメールアドレスを登録するものとします。

（2）Ｅメールアドレスの変更については会員が管理を行うもの
とし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操

作により変更の登録を行うものとします。
5.機能の解約
本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手
続きにより終了するものとします。
6.利用上の制限事項等
（1）Ｅメールでの通知は原則として当日中に行うものとします

が、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービ
スの翌営業日となる場合があります。

（2）取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の
止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Ｅメール
にて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場
合があります。

（3）本機能で利用する会員のＥメールアドレスでのＥメールの
受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとしま
す。

（4）会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスで
の照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確
認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不
正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届
出るものとします。

（5）通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行う
ものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。

（6）本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情
報をＥメールその他でお問い合わせすることはありませ
ん。

第14条　携帯ロック機能
1.機能の内容
携帯ロック機能とは、本サービスにおいて会員が操作する携
帯電話端末による依頼にもとづき、資金移動サービスの利用
停止（以下携帯ロックといいます）と利用停止の一時解除（以
下携帯ロック解除といいます）を行い、資金移動の機会を制限
することで本サービスの安全性を高める機能です。
2.ロック対象口座の指定
会員は本サービスにおいて、会員が操作する携帯電話端末に
よる依頼にもとづき、携帯ロック対象口座の指定登録を自ら
行うものとします。尚、本機能の対象口座は以下のとおりとし
ます。
指定対象口座：普通預金・貯蓄預金・カードローン
3.ロック対象取引
ロックの対象となる取引は本サービスにおける振込・振替・定
期預入取引とし、その他の取引（投資信託取引サービスや照
会など）は対象となりません。
4.携帯ロック後の資金移動取引
前項の資金移動取引を行う場合、会員は携帯ロック解除を行
うものとします。また資金移動取引終了後には、お取引の安全
性向上の為、速やかに再度ロック操作を行うものとします。な
お、会員による携帯ロック設定がなされない場合、当行は当行
所定の時間の経過により携帯ロックを再設定いたします。
5.機能の解除
本機能の解除については、ご利用口座ごとに、お取引店で書
面により当行所定の手続きを行うものとします。
第15条　サービス内容の追加・変更・中止
当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追
加・変更・中止することがあります。
なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込
みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部
のサービスについてはこの限りではありません。
第16条　取引内容の確認等
1.取引内容の確認
（1）本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金

取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速
やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万
一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を

当行に申し出てください。
（2）会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合

は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものと
して取扱います。

2.通知・照会方法
（1）Ｅメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交
付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都
度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所
定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をＥメー
ルにて事前に届出のあるＥメールアドレス宛通知いたしま
すので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内
容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出て
ください。

（2）投資信託取引の通知
会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定
められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付
しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先
本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、
当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話
番号、Ｅメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Ｅメールアドレスや連絡先の登録の届出不備
または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場
合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
第17条　届出事項の変更等
サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、
電話番号、Ｅメールアドレス、その他届出事項に変更があった場
合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の
届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処
理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行か
らの送信、通知または送付する書類やＥメール等が延着し、また
は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。
第18条　サービス利用口座の変更・解約
「代表口座」の場合
（1）変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解  

約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行っ
てください｡

（2）「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び
外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト
専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

「代表口座」以外のサービス利用口座の場合
（1）当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
（2）「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合  

は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の
削除処理を行います。

第19条　免責事項等
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等が
あっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負い
ません。
1.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または
裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
2.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回
線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
（当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないもの
とします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故
意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領した
サービス料の金額を上限とします。）

3.当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシス
テム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路におい
て盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩
した場合
4.本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員
と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽
造・変造・盗用または不正使用等があった場合
5.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにも
かかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正
使用等があった場合
6.会員が各種届出事項の変更を怠った場合
第20条　不正な振込等による被害の補てん請求
1.補てん請求
本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人
に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害
については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行
に対して当該不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含
みます）の額に相当する金額の補てんを請求することができ
ます。
（1）盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行わ

れていること
（2）当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われている

こと
（3）警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行

われていることが確認できるものを当行に示していること
2.補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故
意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日（ただし、当行に通知することができないやむをえない事情
があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続
している期間を加えた日数とします）前の日以降になされた
不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額
に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます）を補てん
するものとします。
ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が
善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各
種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失が
ある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案
のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があ
ります。
3.補てん対象期限
前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通
知が、盗難等が行われた日（当該盗難等が行われた日が明ら
かでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用い
て行われた不正な振込等が最初に行われた日）から、2年を経
過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場
合には、当行は補てんの責任を負いません。
（1）当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意

かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア．当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失
に起因する場合

イ．会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人によって行われた場合

ウ．会員が、被害状況についての当行に対する説明におい
て、重要な事項について偽りの説明を行った場合

（2）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条　契約期間
本契約の契約期間は、契約日から１年間とし、特に会員または当
行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間
満了の日から１年間更新されるものとします。更新後も同様とし

ます。
第22条　解約
1.本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）は、当事
者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、
会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面によ
り届出るものとします｡なお、解約の届出は当行の解約手続き
が終了した後に有効となります。
2.前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが
残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約で
きません。
3.本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設
した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約
も合わせて行うものとします。
4.当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信し
た場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも､通
常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行
は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
（1）「代表口座」が解約されたとき
（2）相続の開始があったとき
（3）住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行におい

て会員の所在が不明となったとき
（4）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申

立があったとき
（5）会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相

当の事由が発生したとき
（6）会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して

誤入力したことに伴う本サービスの停止が６ヶ月以上放
置されたとき

6.１年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱い
を停止させていただく場合があります。この場合、当行より
「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、また
は到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達した
ものとみなします。
第23条　規定の準用
この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規
定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預
金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
第24条　規定の変更
１.当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
（1）会員の一般の利益に適合する場合
（2）前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況

の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合
理的である場合

２.本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日を
インターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から
変更後の本規定の効力が発生するものとします。

３.第１項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の
間には、１ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

４.当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は
責任を負いません。
第25条　譲渡質入れ等の禁止
本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、
ならびに第三者への貸与等はできません。
第26条　準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関し
て訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所
とします。
附則
第1条
旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い
平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス

契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連
規定を承認したものとします。
第2条
旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い
平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、シス
テム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認した
ものとします。

預金口座振替規定
1.私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付された
ときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座か
ら引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかか
わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すこと
のできる金額（当座貸越を利用できる範囲の金額を含みま
す。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却さ
れてもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日
をもって処理されてもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ま
す。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から
請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしな
い限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつ
かえありません。
4.この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責
によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

（2019年10月1日現在）


